
は じ め に

北大西洋条約機構（North Atlantic Treaty Organization＝NATO）は一

九四九年四月,「ソ連の脅威」に対抗するために創設されたが, フランス

は六六年七月にその統合軍事機構（Integrated Military Organization）から

の離脱に踏み切り, NATOは大きく動揺した。同盟関係を破棄せず, 加

盟国と協議を経ないまま, 統合軍事機構という軍事部門から離脱するこう

した動きは, シャルル・ドゴール仏大統領によるいわゆる「NATO改革

(Reform of NATO)」実現に向けての単独的な行動であった, と位置づけ
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ることができるかも知れない。米国を含む同盟国は, フランスが「NATO

改革」に関する具体的な提案を行わないにもかかわらず, 一方的に離脱を

したことについて強い非難をした。当時 NATO事務総長であったブロシ

オは, ｢[NATO改革について] フランスから計画も提案も受けなかった｣

と述べ, フランスの単独的な行動を嘆いていた
(１)
。またボーレン駐仏アメリ

カ大使は, ケネディ政権以降の交渉記録を洗い直した上で,「ドゴールが

『NATO改革』について米国や同盟国と交渉する意志を持っていなかっ

たことは明らかである」と述べている
(２)
。

「NATO改革」は, 当時ドゴールによって同盟諸国に主張されていた

もので, 他の同盟諸国は必ずしもその必要性を共有していなかった。その

ため, フランス以外で「NATO改革」の主張を積極的に行っていた加盟

国はなかった。つまり, この「NATO改革」の主張とは優れてドゴール

固有のものであった訳である。ドゴールは五八年の政権復帰以後, 頻繁に

「NATO改革」の必要性を主張してはいたが, 上述のブロシオやボーレ

ンなどの発言に見られるように, その全体像は明確なものではなかった。

五八年九月に提案された仏米英「三頭体制（Tripartisme)」の構想を米英

に拒絶されて以降, ドゴールは統合化された同盟体制を改革する必要があ

ると述べるのみで, 具体的な改革案を提示することはなかったからである。

そのため他の同盟諸国は, フランスへの対応に苦慮することになる。フラ

ンスの外相ミュルビルは, フランスが具体的な提案をせずに単独的な行動

を採る理由について, すでにフランス地中海艦隊の離脱など「部分的な」
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(１) Bozo, ��������, “Chronique d’une �������	
		�	����le retrait de

l’organisation militaire (1965�1969)”, in Maurice 
����et al. (eds.), La

France et l’OTAN 1949�1996, Brussels, Complexe, 1996, p.333.

(２) Foreign Relations of the United States (thereafter FRUS), 1964�1968, Vol.

13, p.351.



離脱を行っていた六三年秋, ラスク米国務長官との会談で,「他の同盟諸

国は本質的な変化を望んでいないので, 提案をすることは無意味である」

と率直に語っている
(３)
。

ドゴールの「NATO改革」は仏米英「三頭体制」の提案以降, こうし

たフランスの姿勢もあり曖昧なものになっていた。だが, ドゴールが同盟

政策を遂行する際,「NATO改革」は常にその目的として掲げられており,

ドゴール政権期を通じて見られた米国を中心とする同盟諸国とフランスの

対立も,「NATO改革」などを中心とした「同盟のあり方」への認識の違

いが原因の一端となっていた。フランス政府は六六年の統合軍事機構から

の離脱の際, 他の同盟諸国が ｢現状維持的志向｣ であり, ｢NATO改革｣

に賛同が得られなかったことを単独的な行動を採った理由として挙げてい

る
(４)
。また, 先に見た米国政府の「具体的な提案がなかった｣, という批判

に対してミュルビル外相は六三年秋の時点とは異なり,「五八年以来, 繰

り返し何度も述べてきた」と反論している
(５)
。この発言の変化は, フランス

の単独的な行動を正当化するためのものと捉えることができるが, いずれ

にしても「同盟のあり方」を巡ってフランスとその他の同盟国との間に共

通の理解が存在していなかったことは確かであろう。

そこで本稿では「NATO改革」をキータームに, ドゴールの同盟政策

とはどのようなものであったのかという点について, フランスの NATO

統合軍事機構離脱の分析を通じて明らかにしていく。こうした具体的な事

例を分析することで, ドゴールの同盟政策,「NATO改革」の内実をより

明確にすることができると考える。先行研究では, フランスの NATO統
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(３) Bozo, “Chronique d’une ���������������	”, p.333.

(４) Documents Diplomatiques Francais (thereafter DDF), 1966, Tome1, p.432.

(５) Newhouse, John, De Gaulle and the ANGLO-SAXONS, London, Andre

Deutsh, 1970, p.281.



合軍事機構離脱について, フランスの離脱によって NATOの同盟体制が

変化したという事実関係を中心に考察されている。またこれまで多くの研

究者が, ドゴールがフランスの統合軍事機構離脱において, 軍事ではなく

政治的な目的を重視していたことを指摘している。

米欧関係の研究者であるフレデリック・ボゾは, フランスの統合軍事機

構離脱と同時期に行われた訪ソが, 東西関係の変容, つまり米ソ二極体制

を打破するという意図を持って試みられた点について考察している
(６)
。筆者

も多くの点でボゾの分析と一致するが, 他方, 彼の分析では, 特に「三頭

体制」以降のドゴールによる「NATO改革」の特徴について詳細な検討

がなされていない。そのため, フランスの NATO統合軍事機構離脱と,

曖昧化した「NATO改革」の主張との関係について必ずしも明確に論じ

られていないのである。その他の統合軍事機構離脱についての先行研究で

もボゾの分析と同様に, こうしたドゴールの「NATO改革」の内実, お

よび米国主導の統合化という概念との関係について, 十分に考察が行われ

ているとは言い難い
(７)
。このような学界の状況は, ドゴールの「NATO改

革」の主張が曖昧であったことと共に, 実際にはレトリックとしての側面

を含んでいたことに起因していると見ることができる。

だが, ドゴールの「NATO改革」の主張には, 曖昧性の中にも彼の同

盟政策における「狙い」が凝縮されており, 特に単独的な行動を採る原因,

つまり他の同盟国との対立に繋がる要因も含まれていた。ドゴールの

「NATO改革」の主張は, 本質的に米国との同盟運営における対等性を

求めたものであり, 米国主導の統合化における「支配的志向」とは相容れ

フ
ラ
ン
ス
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
統
合
軍
事
機
構
離
脱
と
ド
ゴ
ー
ル
の
同
盟
政
策

28(189) 法と政治 60巻 1号 (2009年 4月)

(６) Bozo, ��������, Two Strategies for Europe: De Gaulle, the United States,

and the Atlanticc Alliance, Lanham, Roman & Littlefield, 2001.

(７) 例えば, Harrison, Michael M., The Reluctant Ally: France and Atlantic

Security, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1981.



ないものであった。それ故, 筆者は, ドゴールの「NATO改革」の内実

を詳細に検討し, 米国主導の統合化された同盟体制との関係に焦点を当て

ることで, ドゴールの同盟政策における目的とその特質をより鮮明に描き

出すことができると考えるのである。

またさらに指摘しておくべきことは, 日本の学界でのフランス外交史研

究において, フランスの NATO統合軍事機構離脱について全面的な分析

を行った文献がないことが挙げられる。例えば川嶋周一は, ドゴール外交

を軸に六〇年代の NATO, EEC, 独仏関係の推移と欧州国際政治秩序の

関係を見事に分析しており, その中でフランスの統合軍事機構離脱につい

て述べている
(８)
。だが, 統合軍事機構離脱について堀り下げた考察を行って

ないため, 離脱におけるドゴールの目的, さらには離脱を巡る仏米関係に

ついて十分に論じられているとはいえない。

以上のような問題関心, 学界の状況から, 本稿ではドゴールの「NATO

改革｣, 米国主導の統合化という概念に基づく同盟政策, 同盟体制につい

て分析し, この仏米両政策の関係に焦点を当て考察をしていく。そして,

こうした体系的な考察からフランスの統合軍事機構離脱について検討を行

う。このような検証によって, ドゴールの同盟政策とはどのようなもので

あったのか, フランスの統合軍事機構離脱という単独的な行動に結びつい

た仏米両国における対立の背景には何があったのか, という点について理

解を深めることができるであろう。

本稿では上記のような問題関心に基づいて, 統合軍事機構離脱を巡る仏

米関係を軸に, 西独, ソ連との相互関係も含めた検討を行う。考察の対象

となる時期は, 主にフランスの NATO統合軍事機構離脱への動きが顕在

化した六五年春から, 統合軍事機構離脱以後, フランスと NATOの協力
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(８) 川嶋周一『独仏関係と戦後ヨーロッパ国際秩序：ドゴール外交とヨー

ロッパの構築 1958�1969』創文社, 2007。



関係について一定の結論を迎えた六七年夏頃までとする。

第一章では, 第一節で, 五八年九月にドゴールが提案した仏米英「三頭

体制」について考察する｡「三頭体制」はドゴールの「NATO改革」にお

いて, その後の状況と比べた場合, 唯一具体的な提案といえるものであっ

た。この「三頭体制」におけるドゴールの目的を詳細に検討することによ

って, ドゴールの「NATO改革｣, 同盟政策についての分析を深めていく。

第二節では, 六六年の NATO統合軍事機構離脱以前の「部分的」な離脱

（五九年の地中海艦隊の離脱, 六三年の大西洋艦隊の離脱など）について

考察を行う。そして, これらの行動が優れて政治的なものであり, 六六年

の統合軍事機構離脱と類似するものであった点を指摘する。第三節では,

米国主導の統合化された同盟体制について, 政治的・軍事的な側面を整理

しつつ考察を行い, 統合化を巡る仏米両国の対立点を検証する。そして,

ドゴールの同盟政策が, 米国主導の統合化に対するアンチテーゼという概

念を基点として, フランスの対外政策における自立性の回復という国家レ

ベル,「ヤルタ体制
(９)
」の変革,「独自の欧州」の実現という国際政治構造レ

ベルへの目的を同時並行的に意図していた点を論じていく。

第二章では, フランスの NATO統合軍事機構離脱の動きについて検証

を行う。第一節では, 六五年春以降ドゴールにより水面下で着手された統

合軍事機構離脱への動きと, 米国の対応について考察する。第二節では,

六六年三月, 公式に離脱を表明して以降, 具体化したフランスの動きを中

心に分析を行う。そして, この離脱への動きが, 主導国である米国との関

係を調整するためのものであった点を論じていく。第三節では, 駐独フラ

ンス軍を巡り, 激しい交渉を繰り広げた仏米独三国関係について考察を行
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(９) ヤルタ体制とは, 一九四五年, ソ連のヤルタで米英ソ首脳会談により

決定された戦後秩序のことである。この会談に戦勝国であるフランスは招

待されなかった。



う。離脱後の駐独フランス軍の法的地位および NATOとの協力関係を巡

っては, フランスと米独両国との間で大きな意見の相違があった。この交

渉過程を分析することで, 米国主導の統合化された同盟体制のどのような

側面に対してドゴールが否定的であったのかを検討する。そして, ドゴー

ルが追求した同盟における自立性とは何か, という問題関心について, 特

に「独自の判断」の維持という方針に焦点を当て詳細に検証していく。

第三章では, これまでの考察を踏まえて, ドゴールの同盟政策について

体系的に検討する。第一節では, 六六年六月のドゴールによる訪ソについ

て概観していく。そして, 訪ソの目的を検討した上で, ドゴールのデタン

ト政策と同盟政策との相互関係について検証する。第二節では, フランス

の NATO統合軍事機構離脱後の同盟体制について, 仏米関係に焦点を当

て分析する。まず, フランスの統合軍事機構離脱を受け, 米国主導によっ

て強化されることになった NATOの体制について考察し, 次に, フラン

スの離脱により欧州の安全保障環境にはどのような影響があったのか, と

いう点について検討する。そして, ドゴールの同盟政策と「NATO改革」

との関係について検証し, 米国の「支配的志向｣, 米国を含む他の同盟諸

国の「現状維持的志向」を受け,「NATO改革」実現の不可能性を認識し

たドゴールが, 統合軍事機構離脱という単独的な行動を採った背景につい

て論じていく。最後に, ドゴールの同盟政策の帰結を分析し, どのような

意義があったのかという点について, ドゴール外交の限界性を指摘しつつ

検討をしていきたい。

第一章 ドゴールの同盟政策

（一）仏米英「三頭体制」の提案

一九五八年六月, ドゴールが政権に復帰した当時の国際政治環境は大き

な変容の最中にあった。変容とは主に, 核戦力における米国一国優位の変
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化, 欧州の復興,「ソ連の脅威」の低下などを挙げることができる。ドゴ

ールは現状の NATOが, こうした戦略環境の変化に十分に適応できてい

ないと認識していた。ソ連の核戦力増強により米国の「一方的抑止」とい

う状況が終焉したことで, 戦後復興を遂げたフランス並びに欧州諸国が米

国とより対等な形で同盟運営に携わるべきである, と考えたのである。そ

のため, 彼はその政権在任期間（一九五八年六月から六九年四月）を通じ,

米国を中心に加盟国に対して「NATO改革」の必要性を一貫して主張す

ることになる。

ドゴールは「NATO改革」の最初の試みとして, 五八年九月, 仏米英

三カ国による「三頭体制」の創設を米英両国に提案する
(10)
。ドゴールを中心

にミュルビル外相など側近との協議を経て作成された文書は, 米国のアイ

ゼンハワー大統領と英国のマクミラン首相に送付される。その主な内容は

以下のようなものであった。

「大西洋同盟によって行動することが想定されていた地域は, もはや政治

的, 戦略的な現実に適応できていない。(中略）NATOのような北大西洋

地域における安全保障に限定されている体制では, 今日の世界的な情勢に

適応できないと考えられる。(中略）米国の核独占という状況が長きにわ

たり認められてきたことは確かであり, そのような事実は世界的規模の防

衛における決定を米国政府が取り仕切ることを正当化したように見えた。

しかし, この点についても, 現状において正当化できなくなっていること

を認めなくてはならない」

「フランスは現在のような NATOの体制が自国と自由世界における安全

保障の条件に適うとは考えていない。世界的なレベルでの政策や戦略の形
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(10) ドゴールの提案した「三頭体制」については, 川嶋, 前掲書。



成のため, 米国, 英国, フランスによって構成される体制を創設する必要

があるように思われる。(中略）この体制は, 特に核兵器の使用に関する

戦略計画を作成することになるであろう。その結果, 事前に実行される地

域を想定し, 組織的な対応を採ることができるのである
(11)
」

「三頭体制」は大使級の常設機関によって運営され, 主に北大西洋条約

で規定されたNATOの防衛範囲を越える地域に対する戦略協議の実現,西

側全体の核政策の協議・決定を行うことが想定された
(12)
。この「三頭体制」

の実現によってドゴールは, フランスの国際政治における影響力を回復し,

西側同盟内での対等な地位を確保しようと考えたのである。ドゴールは,

五八年六月のレバノンでの紛争における米英のオペレーションの際, 事前

に協議を受けなかったことに強い不快感を持っていた
(13)
。なぜならば, 米国

はレバノンへ軍事的な展開をする際, 仏領土内の米軍基地を使用しており,

これらの地域紛争の拡大によって, フランスも戦闘に巻き込まれる可能性

があると考えたからであった。こうしてドゴールは,「三頭体制」のよう

な協議・決定機関を創設する必要性に対する認識を深めていく。だが米英

両国は,「米英仏の三カ国が, NATOの将来を決定するという印象を与え

ることは避けなくてはならない」との理由から, ドゴールの提案に対して
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(11) FRUS, 1958�1960, Vol. 7, pp.82�83. グロセール, アルフレート, (土

倉莞爾[他]訳）『欧米同盟の歴史 下』法律文化社, 1989, 289�290頁。

(12) FRUS, 1958�1960, Vol. 7, p.99. 一九五八年一二月, 仏米英三カ国によ

る大使級会談で, アルファン駐米フランス大使は, 仏米英で「三頭体制」

を創設する理由として,「この三カ国の国益は, その他の一二カ国と比べ

て広い範囲にわたり, 米英は核保有国であり, フランスも数ヵ月後には核

保有国になるからである」と答えている。Ibid., p. 131.

(13) �������Maurice, “Aux origines du ���	
���� de septembre 1958”,

Relations internationales, n�58, p.259.



消極的姿勢を示す
(14)
。一〇月二〇日, アイゼンハワーはドゴールに対し以下

のように返答している。

「我々は, 他の同盟国やその他の自由世界の国々に対して, 死活的な利益

に関わる重要な決定が彼らの関与しないレベルで下されるという印象を与

える, 如何なる体制も許容することはできない
(15)
」

実際にイタリア, 西独などその他の加盟国は,「三頭体制」に対して明

確に反対の姿勢を示した。また米国にとっては, 自国の核政策に他国が関

与することを防ぐという点からも, ドゴールの提案へ反対する必要があっ

た。このように米国は核政策について, 同盟内での独占的地位を維持し続

けることを重視していたのである。

それでは,「三頭体制」を掲げたドゴールの同盟政策には, どのような

特徴があったのであろうか。主に, 次のニ点を挙げることができるだろう。

第一に, 米国との対等な同盟関係の実現を目指していたことであり, その

際には, フランス並びに欧州の国際政治における発言権の確保を意図して

いたことである。ドゴールは,「三頭体制」において欧州の利益を代表す

るのはフランスであると認識していた。英国は欧州経済共同体 (EEC) に

加盟していないことや, 米国との密接な関係, 英連邦を重視していること

などから, ドゴールから見て真の意味で欧州を代表する勢力ではなかった。

こうした, フランスと欧州の利益を同一のものとして外交政策を展開して

いく手法は, その後のドゴールの同盟政策にも受け継がれていくことにな

る。第二に, 米英との核政策を中心とする政策協調を, 交渉によって模索

していたことである。この時点では, 後に見られるような単独的な行動で
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(14) FRUS, 1958�1960, Vol. 7, p.101.

(15) Ibid., pp.108�109. グロセール, 前掲書, 291頁。



はなく, 米英との交渉によって「NATO改革」を実現する姿勢を見せて

いた。

またドゴールは統合軍事機構に象徴される, 米国主導の統合化された同

盟体制に対する不満についても「三頭体制」の交渉過程で述べている。五

八年九月, パリでのダレス米国務長官との会談でドゴールは以下のように

語った。

「現状のような, 米国の指揮下に加盟国の兵力が統合されている NATO

の構成について, フランスは不満を持っている。なぜならこのような構成

では, NATOの政策は実質的に米国の政策によって成されることになる

からである。(中略）フランスは自身の防衛に関わる基本的な決定権を持

たないまま, 西側防衛体制全体における道具となっていると感じている
(16)
」

以上のようにドゴールは政権復帰当初から, 対等性から程遠い, 米国主

導の同盟体制に強い不満を持っていたのである。この統合軍事機構を中核

とする米国主導の統合化された同盟体制については, 後ほど詳細に検討し

ていきたい。

「三頭体制」の提案にはその後のドゴールの同盟政策との関連において,

継続と変化の両面が存在していた。米国との政策決定における対等な関係

を目指すことや, フランスおよび欧州の国際政治における発言権の確保,

米国主導の統合化された同盟体制に対する批判については,「三頭体制」

の提案以降も継続してなされていく。だが他方で,「三頭体制」での米英

との交渉によって核協調の可能性を模索する姿勢と, その後の単独的な行

動によって米国と距離を採る動きの間には少なからず変化を見ることがで
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(16) Ibid., p. 150.



きる。特に六二年以降, 核政策を巡って仏米の対立は顕在化し, 交渉によ

る解決の余地は次第に狭まっていった。ボゾは,「三頭体制」におけるド

ゴールの中核的な目的は仏米英三カ国による核協調であったと分析してい

る
(17)
。この「三頭体制」を巡る交渉は六二年前半まで行われたが, 最終的に

実現することはなかった。米英による「三頭体制」の拒否によって, 核政

策という安全保障における「死活的な」分野での協調が現実的なものでは

なくなり, ドゴールは米英との交渉に対する意欲を低下させていく。つま

り事実上, 西側同盟内の核政策を独占する米国と核の分野における協調が

できない限り, 本質的な対等性の実現は難しいと考えたのである。その結

果, ドゴールは元々否定的であった米国主導の同盟体制への批判を強め,

単独的な同盟政策へと比重を傾けていくことになる。

既述したように,「三頭体制」以降ドゴールは,「NATO改革」に関す

る具体的な提案を行うことはなかった。こうしたドゴールの「NATO改

革」に対するスタンスが, 本稿の「はじめに」で採り上げたボーレン駐仏

アメリカ大使による, ｢ドゴールが『NATO改革』について米国や同盟国

と交渉する意思を持っていなかったことは明らかである」という発言に繋

がったといえるであろう。ボーレンの発言は基本的に「三頭体制」以降の

フランスの姿勢に当てはまる訳であるが, 米英による「三頭体制」の拒否

はフランス側からすると, それ以降の単独的な行動を正当化させるための,

アリバイのようなものとなる。つまりドゴールにとって「三頭体制」の提

案は, 実現することが望ましいが実現しない場合, こうした交渉への姿勢

をエクスキューズとして, 単独的な行動を正当化するための「口実」とす

ることができたのである。その意味で,「三頭体制」の提案についても,

その後の「NATO改革」の主張と同様に, 一定の範囲でレトリックの側
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(17) Bozo, Two Strategies for Europe, p. 18.



面が含まれていたと見ることもできよう。

以上のように, ドゴールの「NATO改革」の主張は, 本質的に主導国

である米国との対等性を求めたものであった。しかし,「三頭体制」を中

心とする仏米両国の安全保障を巡る議論の過程において米国の「支配的志

向」が露わになり, 実現の困難性が明らかになっていく｡「三頭体制」を

巡る交渉はアイゼンハワー政権からケネディ政権に引き継がれることにな

るが, ドゴールの交渉への意欲は米英との議論を重ねるごとに低下してい

き, こうした推移と反比例するような形で, 米国主導の統合化された同盟

体制に対する批判は強まり, 単独的な行動が顕在化していくのであった。

これにより,「NATO改革」の主張についても優れてレトリックとしての

側面を強めていく。そして六〇年代前半以降, 各国に認識された「ソ連の

脅威」の低下の進展は,「三頭体制」の交渉決裂以降のドゴールの同盟政

策へと大きく反映されることになり, その構想をよりダイナミックなもの

にするのであった。

（二）六六年以前の「部分的」離脱

この節では, ドゴールによる単独的な同盟政策であった「部分的」離脱

（地中海艦隊・大西洋艦隊の離脱）について検討し, 後に行われる統合軍

事機構からの完全な離脱との類似性, 関連性について考察していく。

一九五九年三月, ドゴールは「三頭体制」の提案に対する米英両国の消

極的な姿勢を受け, NATO指揮下に配置されていたフランスの地中海艦

隊を離脱させる
(18)
。その際, フランスと同盟諸国との間で事前の協議は行わ

れなかった。フランスによる地中海艦隊離脱の公式の理由は, 当時, 対外

政策上の重要課題であったアルジェリア戦争にフランスの地中海艦隊を対
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(18) さらにその後, フランスは米国に対して仏領土内での核弾頭の持ち込

み拒否を通告する。



応させるためというものであった
(19)
。しかし, 六二年にアルジェリア戦争が

終結した後も, フランスは地中海艦隊を NATOの指揮下に再び配置する

ことを拒否する｡ その結果, フランスの地中海艦隊は, 有事においても

NATOの指揮下には配置されず, 常時フランスの指揮下におかれること

になった。

フランスの地中海艦隊離脱の動きは, 軍事的というよりもむしろ政治的

な側面の強いものであった。これまで地中海艦隊は NATOの指揮下に配

置されてはいたが, 平時には NATOによる指揮権は存在せず, 有事にお

いても指揮の移動は自動的なものではなかった。六〇年二月にはフランス

と NATOの間で協定が結ばれ, 有事の際, 地中海地域において軍事協力

をする旨ガイドラインが作成されている
(20)
。そのため, フランスの地中海艦

隊が NATOの指揮下から離脱したとしても, 軍事的な影響は限定的なも

のであった。米国務省はフランスの地中海艦隊の離脱について,「軍事的

なものではなく, 政治的・心理的な影響がある」と分析している
(21)
。

NATO欧州連合軍最高司令部（Supreame Head quarters Allied Powers

Europe＝SHAPE）は, 五八年から六〇年にかけて東西の緊張を高めたベ

ルリン危機の際, 仏領土内の米軍基地における核搭載戦闘機の使用可能性

についてフランスに打診したが, フランスはこれを拒否する
(22)
。また五〇年

代後半, 欧州連合軍最高司令部はソ連の空軍,ミサイルの脅威に対応する

ため, NATO同盟諸国間の防空システムを統合することを計画していた。

五八年, NATOの軍事委員会は「統合防空」というコンセプトにより,

この政策を推進することになる。しかし六〇年, フランスは自国の空軍を
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(19) FRUS, 1958�1960, Vol. 7, p.185.

(20) Harrison, op. cit., p. 138.

(21) Bozo, Two Strategies for Europe, p. 45.

(22) Harrison, op. cit., p. 135.



NATOの防空システムに統合することについては拒否し, 駐独フランス

空軍など限定的に NATOのシステムに統合するに留めた
(23)
。そして, 攻撃

命令の権限は駐独フランス空軍についても保持し続けることによって, 自

動的にソ連との戦闘に介入する状況を回避する。

また六三年六月, フランスは NATO大西洋海軍司令部と英仏海峡海軍

司令部に配置されていたフランスの艦隊を, 事前の協議を経ないまま単独

的に離脱させる
(24)
。当時フランスは, 大西洋海軍司令部と英仏海峡海軍司令

部に合わせて, 駆逐艦二一隻, 潜水艦五隻などを配置していた。フランス

の動きは同盟国を少なからず動揺させたが, 地中海艦隊離脱の際と同じよ

うに, その後フランスと NATOは協定を結び（六四年四月), 協力関係は

維持されることになる。米国政府はフランスの離脱による軍事的影響につ

いて, 地中海艦隊の際と同様に限定的なものであると判断している
(25)
。

大西洋艦隊などの離脱によってフランスは全海軍を常時, 自国の指揮下

におくことになり, 漸進的かつ単独的に統合化された NATOから距離を

採っていく。その結果, フランスの NATOに対する軍事的貢献は低下し

ていった。政治学者のマイケル・ハリソンは, 地中海艦隊, 大西洋艦隊離

脱後のフランスと NATOの関係は, 六六年の統合軍事機構離脱後の関係

と類似するものである, と述べている
(26)
。彼の指摘する類似性とは, 地中海

艦隊などの｢部分的｣離脱も,後に考察する統合軍事機構離脱も,NATOの

指揮下から離脱した後にフランスと NATOは協定を締結し, 軍事的な協

力関係は維持されることになったという点である。このことは, フランス

の一連の単独的な行動が, 米国主導の統合化された同盟体制から距離を採
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(23) Bozo, Two Strategies for Europe, p. 46.

(24) DDF, 1963, Tome2, pp.140�141．

(25) FRUS, 1961�1963, Vol. 13, pp.775�776.

(26) Harrison, op. cit., pp.136�137.



るための, 優れて政治的なものであったことを示しているといえよう。

（三）統合化に対するアンチテーゼ

前節で見てきたように, 米英両国の「三頭体制」への消極的な姿勢を受

け, フランスによる NATOから距離を採る動きは漸進的に推進されてい

く。こうしたドゴールの同盟政策を理解する上で鍵となるのは, 彼の多極

的な国際政治観と, 米国主導の統合化された同盟体制へのアンチテーゼと

いう概念である。ドゴールの国際政治観の中核は, 欧州における伝統的な

勢力均衡（バランス・オブ・パワー）的思考によって成されていた。そし

てこの勢力均衡についても, 対立関係が固定的な現状の二極体制ではなく,

多極体制こそが安定的な秩序であると認識された。多極体制では, 同盟の

組み替えなど選択肢が増し外交が活発化することによって, 二極体制に見

られる危険かつ硬直的な対立関係を緩和させることが可能になると考えた

のである。また, ドゴールは統合化された同盟体制について, 他国に決定

を委ねることで自国による「独自の判断」ができなくなり, 軍事のみなら

ず政治, 経済, 文化においても主導国に依存することになるとして否定的

に捉えていた。

ここで改めて本稿の分析において重要な位置を占める, 米国主導の統合

化された同盟体制について考察していきたい。米国主導の統合化された同

盟体制とは, ソ連という「共通の脅威」に対抗するため NATOを通じて

行われた米国の同盟政策に基づくものであり, 先述したように統合軍事機

構を中核としたものであった
(27)
。NATOは一九四九年四月四日, 米国とカ
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(27) 本稿で述べる米国主導の統合化された同盟体制とは, 統合軍事機構を

通じてという意味でのいわば「狭義」の統合化と, 欧州諸国を NATOに

より深く組み込み, 米国に対する依存を深めさせるという意味での「広義」

の統合化, という概念を含んでいる。



ナダ, 欧州一〇カ国を原加盟国として発足する。その後, ギリシャ, トル

コ（五二年), 西独（五五年）が加わり, 六〇年代には一五カ国により運

営されていた
(28)
。また, NATOの方針はコンセンサスにより決定され, 全

加盟国の同意を必要とした。

当初, NATOには恒常的な司令部・司令官は存在せず, 緩やかな同盟

体制を採っていた。その点で, 伝統的な同盟との大きな差異は存在してい

なかったといえる。しかし, 五〇年六月, 北朝鮮による韓国への侵攻から

勃発した朝鮮戦争は, 欧州において東西ドイツという類似した戦略環境を

持つ西側諸国に大きな衝撃を与えることになる。共産主義の軍事的脅威を

深刻に受け止めた西側諸国は, 米欧のカップリングの制度化, つまり米国

のコミットメントをより確実なものにするため, 同盟体制の統合化を推進

した。その結果, NATOは米国を欧州に組み込む形で指揮命令統制を構

築していき, 統合軍事機構を中核とする恒常的に統合化された同盟体制を

形成していったのである。

NATOの統合軍事機構は五〇年代前半, 数回にわたり改編されていた

が, 六〇年代には各国の参謀総長による軍事委員会（Military Committee）

を最高機関として, 欧州連合軍最高司令部, 大西洋連合軍最高司令部

（Atlantic Command), 海峡連合軍司令部（Allied Command Channel),

米・加地域計画グループ（Canada ･U.S. Regional Planning Group）によ

って構成されていた
(29)
。そして, 各司令部を通じた恒常的な指揮命令統制を

形成し, 加盟国間の役割分担を制度化することで, 東側の侵攻に対する防
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(28) NATOを巡る米欧関係については, Kaplan, Lawrence S., The United

States and NATO: The Formative Years, Lexington, Kentucky University

Press, 1984. 金子譲『NATO北大西洋条約機構の研究：米欧安全保障関係

の軌跡』彩流社, 2008．

(29) 金子, 前掲書, 64�65頁｡ Ismay, Lord, NATO The First Five Years, 1949�

1954, Paris, NATO, 1954, PART2 Chapter7.



衛体制の即応性および効率化を図る。こうした指揮命令統制の形成により

NATO加盟国の軍事力は, 常時 NATOの指揮下に配置される戦力, 有事

に NATOの指揮下に配置される戦力, 各国家の指揮下に留まる戦力の三

つのカテゴリーに分類されることになった
(30)
。このような NATOの統合軍

事機構に見られる, 平時における指揮権の統合は前例のないものであった
(31)
。

また, 制服組のトップである欧州連合軍最高司令官（SACEUR）は常に

米国のポストとなっており, 在欧米軍の指揮権も兼ねていた。その結果,

欧州連合軍最高司令部からの指揮命令統制は米国の意向を強く受けること

になり, 事実上の強制力となって加盟国に大きな影響を与えることになる。

以上のように, 米国主導の統合化された同盟体制は, 共産主義の軍事的

脅威を認識した欧米諸国が, 相互の了解に基づき形成していったものであ

った。これらは主に, 統合化における軍事的な側面であるが, このような

軍事面での影響力は, 必然的に政治面での米国の欧州における支配的地位

に結びついていった。次に, 統合化を巡る政治的な側面について検討した

い。

欧州諸国にとって米国への過剰な依存は必ずしも好ましいものではなか

ったが, 戦後の荒廃の中, 独自の防衛力によってソ連の強大な軍事力に対

抗することは困難であり, 限られた資源を経済復興に優先的に配分するた

めにも, 米国への依存はやむを得ない選択であった。統合化された同盟体

制は, あくまでも米国の「核の傘」を中心とするコミットメントの信頼性

を前提としたものであった。しかし, 五〇年代後半以降, ソ連による核戦

力の急激な増強は, 欧州諸国による米国の「核の傘」に対する信頼性を揺

るがすことになる。なぜなら欧州諸国の間で, 自国（米国）がソ連による

核攻撃を受ける可能性があるにもかかわらず, 欧州を防衛するために本当
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(30) 金子, 前掲書, 60頁。Ismay, op. cit., PART2, Chapter7.

(31) Ismay, op. cit., PART2, Chapter7.



に核を使用するのか, という疑念が生まれたからである。欧州諸国による

米国のコミットメントへの疑念は, 六〇年代に入りますます強まり, 同盟

国の核保有への動き, あるいは米国の核政策に対する関与への要求に繋が

っていく。こうした状況の推移は, 国際政治におけるいわゆる「政治的多

極化」の進行と同時並行的なものであった。

六一年に政権についたケネディは「大西洋共同体（Atlantic Community)」

という概念を掲げ, 米欧関係を強化する動きを推進した。大西洋地域にお

ける米国の優位を前提に, 軍事・経済分野での相互依存の深化を目指した

のである。これは「政治的多極化」という状況を受け, 緩み始めた米欧関

係の結束を再構築するための試みであった。その際 NATOは,「大西洋共

同体」実現のための重要なツールとして使われることになる。なぜなら欧

州諸国の経済力が回復した結果, 米国の経済的影響力は相対的に低下する

ことになり, 依然として西側内で圧倒的な規模・能力を誇る軍事力の強調

は, 米国の欧州における支配的地位を維持する上でその重要性が増したか

らである。NATOという同盟体制を強化することは, 各国の軍事協力を

第一義的に NATOのシステムを通じて行うことを再認識させ, 米国が懸

念していた仏独の緊密化などによる「独自の欧州」への動きを制約するこ

とに繋がった。その象徴的な政策となったのが多角的核戦力（MLF）構

想である
(32)
。

このような同盟体制を正当化させたのは, 米欧における防衛の不可分性

という認識であった。北大西洋条約第五条に規定されているように,「加

盟国に対する武力攻撃は全加盟国への攻撃」と見なされている。米国政府

は, 米欧における防衛は不可分であり, 安全保障上の国益は一致すると主

張していた。こうした米国の国益概念は後に見ていくように, ドゴールと
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(32) MLFについては, Barbier, Colette, “La Force ������������	”, Relations

Internationales, n
69, 1992．



の間で同盟観に対する「認識ギャップ」を生む, 大きな要因となっていく

のである。

以上のように, 米国にとって統合化された同盟体制は, 政治的, 軍事的

に自国のプレゼンスを保証するものであり, 欧州における支配的地位を維

持する上で効率的かつ効果的なものであった。だが, 他方ドゴールにとっ

て眼前の同盟体制は, 欧州の米国に対する従属の「証」であった
(33)
。なぜな

ら, 統合化された同盟体制は事前に加盟国の行動を決定づけるため, 国家

の自立性は限定的になり, しかもそうした調整が最大の軍事的な貢献国で

ある米国の圧倒的な影響力の下, 米国の意向（トップダウン）に沿って制

度化されるからであった。そのようなシステムでは, 米国の一元的コント

ロールという側面が強調され, 欧州は米国の意向に属する単なる客体であ

ると見ることもできたのである。また, このことは欧州諸国にとって同盟

運営の際, 政策決定過程における実質的な決定権を持たないまま, バード

ン・シェアリングのみを求められる懸念にも繋がったのであった。このよ

うに, 米国主導の統合化という概念に基づく同盟体制とは, 同盟関係にお

けるある種の階層構造を実体とするものであり, またそうした非対等性を

制度化するものであった。

西側同盟の国益についても先に挙げた米国の認識とは異なり, 米欧間で

一致しない場合が十分に予想された。同盟を組んでいるといえ個々の国家

である限り, 各国の国益は戦略環境, 地政学的条件, 歴史的文脈などから

必然的に相違が生じるものであり, そのことは同様に, 安全保障における

脅威認識の相違にも結びつくのであった。こうした米欧の潜在的かつ顕在

的な相違は同盟運営に対して, 不可避的に影響を与えることになる。なぜ

なら米国主導の統合化された同盟体制は, 先に述べたように加盟国の国益,
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(33) FRUS, 1964�1968, Vol. 13, p.241.



脅威認識の一致という概念を重要な存在根拠としていたからである。以上

に見てきたように, 多元性を尊重する勢力均衡的思考を重視するドゴール

にとって, 米国主導の統合化は国際政治の複雑性を過度に単純化した概念

に基づくものであった。

またドゴールは, 現状の同盟体制の維持, およびMLFなど米国のさら

なる統合化を推進する動きには,「ヤルタ体制」という米ソ二極体制を固

定化する意図があると考えていた。つまり, 冷戦という戦略環境に適応す

るための同盟体制が, 結果としてそのような環境を持続させる役割を果た

す, という論理である。ドゴールは「ヤルタ体制」について, 欧州の犠牲

の下に形成された秩序であり, その行き着く先は, 米ソによる戦争か共謀

であると警戒していた
(34)
。ドゴールにとって, 統合化された同盟体制はある

意味で「ヤルタ体制」と並ぶ冷戦論理の象徴であった訳である。

ドゴールは, 米国の主張する統合化された同盟体制ではなく, 伝統的な

同盟関係に見られた有事の協力に基づく「相互援助条約」としての軍事同

盟を好ましいものであると考えていた。こうした同盟関係は, 平時におけ

る恒常的な防衛体制を前提とせず, 有事の協力にある程度, 限定されたも

のであったため, 国家の「行動の自由」が確保し易かったのである。この

ようにドゴールの同盟政策には, 現状の同盟体制を改革し,「行動の自由」

を確保することによってフランスの自立性を回復するという, いわば国家

レベルの目的が存在していた。

ドゴールは六一年四月一一日の記者会見において, 統合化された同盟体
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(34) Kolodziej, Edward A., French international policy under de Gaulle and

Pompidou, Ithaca, Cornel University Press, 1974, p.42. またドゴールは, 冷

戦体制における米ソによる資本主義（自由主義), 共産主義（社会主義）

というイデオロギーを対立の根源であるとは考えず, 民族国家のナショナ

リズムを本質的な権力闘争の要素であると理解していた。



制が国家の自助努力を弱め, 西側同盟全体の抑止力を低下させる危険性に

ついて以下のように述べている。

「欧州諸国は, それぞれ固有の防衛力を持つ権利と義務がある。いかに友

好的な国であっても, 大国が自国の運命を他国に委ねることは許し難い。

また統合化された国々はもはや責任がなくなることによって, 防衛に対し

て関心を持たなくなる。その結果, 同盟全体の戦力が低下するのである
(35)
」

また, 五九年一一月三日の軍官学校での演説では, 国家が軍の指揮権を

保持することの重要性について以下のように述べている。

「軍の指揮権というものは, 戦場において指揮するということ, すなわち

国家の興廃を決定するという至上の責任を担うものであり, もし国家がこ

の栄誉と義務とを放棄し, フランスのものではない指揮系統の一部でしか

なくなれば, 政府は国民と軍の前にその尊厳と権威を失うことになるであ

ろう
(36)
」

ドゴールは米国主導の統合化された同盟体制では, フランスの防衛体制

が弱体化し, 自立性も低下すると考えていた｡「偉大さなきフランスはフ

ランスたり得ない」と認識していたドゴールにとって, 自立性はフランス

の「偉大さ（Grandeur)」を実現する上で必須のものであった。国際政治

学者のフィリップ・セルニーは, ドゴール外交における「偉大さ」という

概念について,「受け入れ難いリスクを取らず, 生存に必要な相互依存の
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(35) Gaulle, Charles de, Discours et Messages (thereafter DM), Tome3, p.299.

井上勇『ドゴール外交の分析』時事通信社,1966,150頁。

(36) 井上, 前掲書, 147頁。



基盤を壊さずにフランスの自立性, および国際政治的な役割を高めようと

する, 抑制された試み」と分析している
(37)
。

このように, ドゴールはフランスの「偉大さ」を構成する自立性を重視

した訳であるが, 安全保障の面から見ても同盟国への過剰な依存は, 必要

な時に同盟が機能しない場合, 国家を危険にさらす恐れに繋がり, さらに

は逆に自国の死活的な利益が絡まない紛争へ,「巻き込まれる」可能性す

ら想定された。ドゴールの考える自立性とは, こうした米国への過剰な依

存に反対するものであり, セルニーが述べているように「必要な相互依存」

を否定するものではなかった。つまり, ドゴールは同盟自体や米国による

欧州への一定の関与については反対しないが, その運営においてフランス

を中心とする欧州の自立に基づく, 対等な関係を求めたのである。

ドゴールの同盟政策に大きな影響を与えたのが, 国際政治環境における

「ソ連の脅威」の低下という状況である。当時, ソ連のフルシチョフ首相

は平和共存路線を採っており, 西側諸国はソ連の意図がこれまでのように

好戦的なものではないと認識しつつあった
(38)
。軍事的にも六二年一〇月のキ

ューバ危機以降, 米ソの核戦争は「相互の自殺」に繋がり得ることから,

そのようなエスカレーションに結びつく紛争はできる限り避ける必要があ

ると理解されるようになっていた。六一年八月のベルリンの壁構築などは,
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(37) Cerny, Philip, The Politics of Grandeur, Cambridge, Cambridge University

Press, 1980, p.4.

(38) 一九五五年七月, アイゼンハワー米国大統領, イーデン英国首相, ブ

ルガーニンソ連首相, フォール仏首相がジュネーブで首脳会談を行ったこ

とで,「ジュネーブ精神｣, 「雪解け」という言葉に象徴される緊張緩和の

動きが見られていた。また五六年二月のソ連共産党大会においてフルシチ

ョフ党第一書記（当時：五八年以降首相を兼任）は, 戦争不可避論を否定

し, 資本主義諸国との平和共存が可能であると述べるとともに, いわゆる

スターリン批判を行っていた。



東西関係に大きな緊張を招いたが, その根底にはソ連の「現状維持的志向」

が存在すると認識された。また中ソ関係悪化という共産圏内の状況は, ソ

連にとって地政学的に西側のみならず東側に対する警戒を強めざるを得な

くなったため, 間接的に西側諸国の認識における「ソ連の脅威」の低下に

結びついていく。

このように西側諸国にとって「ソ連の脅威」は依然として存在しつつも,

相対的に低下する。このことは NATO加盟国間にソ連に対する脅威認識

の幅を生んだ。ドゴールは他の同盟諸国に先駆けて, 六〇年代中盤以降,

「ソ連の脅威」の低下という認識に基づいた外交政策を積極的に推進する

ことになる。国際政治学における現実主義者の多くは, 同盟とは「共通の

脅威」の存在によって形成され,「共通の脅威」の消滅と共に崩壊すると

分析している。上記のような状況を受け,「ソ連の脅威」に対抗するため

に創設された NATOという同盟体制も, 少なからず影響を受けることは

避けられなかった。

そして, ソ連への脅威認識と共にドゴールの同盟政策に影響を与えたの

が, 六二年に顕在化する仏米関係の停滞である。この時期, 先述したよう

に, 低レベルで交渉が続けられてきた仏米英による「三頭体制」が実現さ

れないことが明確になっていた。また米国政府は同盟国と十分な協議を経

ずに, 戦略ドクトリンを大量報復戦略から柔軟反応戦略に変更し, この新

たな戦略を実効的なものにするため, 六二年春には同盟国であるフランス

や英国の独自核戦力を公式に批判した。柔軟反応戦略は, 紛争が勃発した

場合, 米国の一元的コントロールによって可能な限り紛争のレベルを限定

化させ, 核による報復を含む軍事的対応を効率的かつ抑制的に行うという

ものであった
(39)
。その結果, 同戦略遂行の際の不確実性を縮減するため同盟
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(39) 柔軟反応戦略については, Stromseth, Jane E., The Origins of Flexible

Response: NATO’s Debate over Strategy in the 1960’s, London, Macmillan,



国の独自核保有を制限し, 指揮命令統制における米国の管理を強調するこ

とから, 米国による統合化政策と表裏一体の関係にあると考えられた。

さらに六二年四月, 米国政府はフランスの核技術協力の要請を再検討し

た結果, 拒否する方針を改めて確認する
(40)
。これら一連の出来事はドゴール

の対米認識を悪化させ, 単独的な同盟政策を推進する重要な要因となった。

つまり, 米国がフランスなど同盟国と対等な関係を望んでないことが明ら

かになったことで, フランスは米国との交渉による「NATO改革」実現

の可能性に対して否定的な認識を強めたのである。

また六二年に入り, フランスを巡る内外の状況は好転していた。アルジ

ェリア独立戦争の終結によって（エビアン協定：三月締結), 植民地政策

の混乱から脱することになり, フランスの外交政策における「行動の自由」

は拡がっていった。そして国内政治についても, 一一月のフランス国民議

会選挙においてドゴール支持勢力が勝利する。フランス経済も EEC発展

の影響を受け良好に推移していた。このように, この時期ドゴールの政権

基盤は安定していたのである。

そして, ドゴールの同盟政策推進において重要な役割を果たしたのが,

フランスの独自核戦力である。第二次大戦後, 一定のレベルで進められて

いた核研究・開発が, 軍事的必要性としてフランス政府, 軍部の間で強く

認識される契機となったのが, 先述したソ連の核戦力増強と米国の「核の

傘」に対する信頼性の低下, という戦略環境の変容であった。特に五六年

のスエズ危機では, 仏英両国の軍事行動に対するソ連の威嚇に対し, 米国

は協力するどころかソ連と共に仏英を非難する側に回ったことで, フラン

ス政府・軍部は核保有していない国家の無力さを実感することになる
(41)
。こ
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の事実は, ドゴールの認識における米国への不信, 同盟への依存の危険性

という概念の構築に大きな影響を与えた。こうした状況を受け, 第四共和

制末期のガイヤール政権では核開発が積極的に推進され, その後, ドゴー

ル政権においてフランスは初の核実験に成功する（六〇年二月)。このア

ルジェリアのレガーヌで行われた核実験は米国などからの援助を受けない,

フランス独自の技術に依るものであった。

本格的な核時代を迎えた六〇年代において, 核兵器は国家の国際政治的

な地位を左右し得る重要な兵器となる。なぜなら,「死活的な兵器」であ

る核兵器の効用を最大限にアピールすることは, 主権国家の自立性という

主張に対してある種の実体的な外観を与えることに結びついたからである。

フランスの核政策は, いわゆる最小限抑止という概念に基づくものであり,

相対的に小規模であっても非脆弱的な核戦力を保持していれば, 大国であ

っても中小国を攻撃することを躊躇するので抑止力が機能する, という論

理により構成されていた。米ソ両国と比較した場合, フランスの核戦力は

確かに小規模なものではあったが, 上記のような理由から, 冷戦体制にお

ける主導国への依存を拒否する上で, 重要な政治的ツールとなったのであ

る。米欧関係の研究者フィリップ・ゴードンは,「核兵器は同盟主導国[米

国]による一元化された政策決定の中で, 強要を可能にする機能を担って

いた」と述べている
(42)
。つまり, 同盟内における核戦力の独占,「核の傘」

の提供という状況が, 米国の支配的地位を強化していたということである。

かくして, フランスの独自核戦力は, ドゴールが米国の一元的コントロー
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ルを批判し同盟から距離を採る政策を遂行する過程において, 不可欠とも

いえる役割を果たすことになる。

こうした内外の戦略環境の変容により, 米国への依存を低下させること

が可能となったことで, ドゴールにとって現状の同盟体制を改革する肯定

的な状況が生まれていた。欧州における戦略環境の変容を受け, フランス,

米国は共にその情勢に適応するための新たな政策を模索した訳であるが,

米国は統合化された同盟体制による支配的地位を維持, 強化しようと試み,

他方ドゴールは「政治的多極化」の流れを受け, 米国主導の同盟体制に対

抗しようと考えたのである。

こうして, ドゴールは同盟政策における単独的な側面を強めていく。ド

ゴールの政策は, 後ほど詳細に検討していくが, 米国主導の統合化に対す

るある種の「弛緩化」を志向したものであり, その政策は東西相互の脅威

認識を低下させつつ, NATO並びにワルシャワ条約機構の両同盟体制に

おける統合化を緩めていくことによって「独自の欧州」を実現していく,

というものであった。そして, 現状の米ソ二極体制とは別の勢力均衡であ

る多極体制を作り出そうと考えたのである。かくしてドゴールの推進する

同盟政策は, 特に六二年以降, フランスの自立性の回復という国家レベル

のみならず, 米国主導の統合化に対するアンチテーゼという概念を基点に

「独自の欧州」の実現, さらには「ヤルタ体制」の変革という国際政治構

造レベルをも視野に入れた, より体系的な構想へとなっていくのであった。

第二章 NATO統合軍事機構離脱過程

（一）離脱への動きと米国の対応

前章で考察したように, ドゴールは一九五八年の政権復帰以降, 米国主

導の統合化された同盟体制に対するアンチテーゼという概念に基づき, 漸

進的かつ単独的に NATOの指揮下から距離を採ってきた。本章では, 六
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五年以降に顕在化する NATO統合軍事機構からの「完全」な離脱への動

きについて考察し, ドゴールの同盟政策においてその離脱劇がどのように

位置づけられたのかを検証していく。

五九年の地中海艦隊, 六三年の大西洋艦隊など NATOの統合軍事機構

から「部分的」な離脱を行ってきたフランスは, 六五年の春以降, NATO

の統合軍事機構から「完全」に離脱するための動きを本格化させる。六五

年五月四日, ドゴールはボーレン駐仏アメリカ大使に対して以下のように

語った。

「六九年までに北大西洋条約は改めて精査する必要がある。同盟は必要で

あるが, 現状の形態であるべきかについては確信が持てない。統合につい

ては再検討するべきである。また, フランス国内で我々の指揮下にない軍

隊, 施設についてはもはや受け入れることはできない」

ボーレンはこの発言が,「仏領土内から外国軍の撤退を求めるドゴール

の初めての明確な意思表示であった｣, と国務省宛の文書で述べている
(43)
。

そして,「米国政府が仏領土内にある米軍基地の移設について検討する必

要がある」と主張した。

ドゴールは四九年に調印された北大西洋条約に基づく同盟関係と, それ

以降の冷戦の深化と共に形成された統合軍事機構を区別して考えており,

同盟自体には肯定的であったが, 米国主導の同盟体制の象徴であった統合

軍事機構に対しては批判的であった
(44)
。ミュルビル仏外相もドゴールと同様,

「二つ〔同盟と統合軍事機構〕は全く別のものである」と理解していた
(45)
。
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こうした「同盟」と「統合軍事機構」の分割が可能かどうかについては,

「全くの別のものである」とするフランスと,「不可分であり分割できな

い」と考える米国との間で「認識ギャップ」が生じていた。

フランスの NATO統合軍事機構離脱への動きは, 六五年の五月から六

月にかけて着手される。このプロセスの全体像は秘密裏に進められ, ドゴ

ール以外にはミュルビル外相, メスメール将軍の他, 限られた側近にしか

知らされていなかった
(46)
。仏外務省はドゴール, ミュルビルから詳細につい

て知らされることはなかったが, 六五年春以降, 今後のフランスと NATO

の関係に関して幾つかの可能性を想定していた。第一に, 六九年に同盟を

脱退すること, 第二に, NATOの統合軍事機構から離脱すること, 第三

に, 同盟国との協議に基づきフランスの主張に沿った形で「NATO改革」

を果たして, フランスが統合軍事機構に残ることであった。六九年とは,

北大西洋条約第一三条に記載されているように, 同盟創設から二〇年が経

過し加盟国が離脱の旨を通告した後, 一年後に同盟を脱退できるという期

限の年であった。仏外務省はその後も, 上記のような可能性について法的

・技術的な問題点を検討していく
(47)
。

六月一一日, ドゴールはエアハルト西独首相との会談で,「我々は米国,

西独, イタリア, その他の国々との同盟関係を維持していく。しかし,

NATO を維持することはない」と述べ,「大西洋同盟は改革されるべきで

ある｣ ことを強調した
(48)
。七月一二日, フィンレッター NATOアメリカ大

使は, ミュルビル外相との会談についての報告書をラスク国務長官に送る。

会談の中でフィンレッターが,「米仏の間に基本的な見解の相違はあるが,

米仏首脳はもっとコミュニケーションを取るべきだ」と述べたのに対して,

論

説

法と政治 60巻 1号 (2009年 4月) 53(164)

(46) Harrison, op. cit., p. 142.

(47) Bozo, “Chronique d’une ���������������	”, pp.336�337.

(48) 
����	, Maurice, La Grandeur, Paris, Fayard, 1998, p.384.



ミュルビルは否定的な返答をしたという。その際にフィンレッターは,

「ミュルビルが, ドゴール大統領とジョンソン大統領が会っても好ましい

コミュニケーションを取ることはできないと考えているように感じた｣,

と報告書の中で述べている
(49)
。このようにフィンレッターが感じたのは, す

でにフランスが統合軍事機構離脱へのプロセスに入っていたからであると

推測することができる。

六五年七月一二, 一三日, 米国は NATOの今後の運営について, 英国,

西独, オランダ, イタリア, ベルギーと個別に二国間協議を行う。米国は

今後のフランスの動きに対応するため, 加盟国が共通の認識を持つ必要が

あると考えていた。だが, すでに米国政府内では独自にフランスの動きに

対応するための計画作成を進めており, 同盟国との協議というよりは報告

といった側面の強いものであった
(50)
。ボール国務次官は, フランスが何らか

の行動を取ることは確実であるとして, 大西洋同盟は結束して対応するべ

きであることを強調した。協議の中でボールは, ドゴールによる統合化さ

れた同盟体制に対する姿勢を以下のように批判した。

「二つの世界大戦が抑止のため, 平時における統合軍事機構の必要性を証

明している。フランスは統合ではない古い形の同盟関係を主張しているが,

それは我々にとって価値のあるものではない
(51)
｣。

ドゴールが主張する統合化に依らない伝統的な同盟関係に対する批判は,

米国政府内で共有されていた。安全保障問題担当大統領補佐官のロストウ

は,「二つの世界大戦から, 我々や欧州諸国は教訓を得なくてはならない」
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と述べ, ドゴールの考える同盟関係は,「時代遅れのものである」と語っ

ている
(52)
。またラスク米国務長官も,「過去の惨劇に結びついた百年前の政

治に戻ることになる」と述べ, ドゴールの同盟観を批判した
(53)
。

八月三一日, ボールはドゴールとパリで会談する。この会談ではドゴー

ルとボールとの間で, 統合化された同盟体制に対する認識の違いが如実に

表れることになる。ボールは,「我々は NATOが今日の状況により適応で

きるよう, あらゆる提案について考察しなくてはならない。しかし, 米国

政府は同盟と統合軍事機構は分割できないと考えている」と述べ, 統合化

された同盟体制の必要性を主張した。これに対してドゴールは,「統合と

呼ばれる従属状態, フランスにとって外国の権限によるそのような状況は,

いかに友好的なものでも受け入れることはできない。同盟は攻撃を受けた

場合, 自国の意志と義務によって共同行動を採るものである。しかし, 統

合とは防衛に関して外国の権威に従属するものである」と米国主導の統合

化された同盟体制への批判を展開し,「NATO改革」を推進する必要性を

強調した
(54)
。

六五年九月九日, ドゴールは定例の記者会見を行い, 現状の NATOの

問題点について以下のように語った。

「ある者は独断的な理論によって利益の問題を述べ, 我々が人格を消し去

り, 米国が優越的な影響力を行使する国際的な機構に入り従属するしかな

いと主張している。その結果, 我々が国連やNATOに参加し,『欧州的な』

ものを『大西洋的な』連合の中に溶解されることを望んでいる。しかし,

我々はあらゆる従属の枠から外れる。多くの領域において他国と協力する
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のは当然であるが, 我々は自身の判断の入る余地を確保する。我々は西側

同盟の団結が必要であると思われる限り同盟に留まる。だが, 遅くとも六

九年という期限までには, 外国の権威によって運命づけられる『統合』と

いう従属状態は, 我々に関する限り終了することになる
(55)
」

このようにドゴールは, フランスが米国主導の同盟体制から距離を採る

ために NATOを改革する必要性があることを明確に述べた。しかしこの

時点でも, 北大西洋条約を破棄するのか, NATOの統合軍事機構につい

て改革を求めるのか, といった詳細については明らかにされていなかった
(56)
。

他の同盟諸国はもちろん, 実際にはフランスの外務省・国防省でさえも,

ドゴールの正確な意図を把握できていなかったのである。ドゴールの発言

は多くの場合, 意識的か無意識的か「曖昧性」を含んでおり, 内外に様々

な憶測を生むのであった。

米国政府ではボール国務次官, マクナマラ国防長官, バンディ補佐官ら

が中心となり, フランスへの対応について協議を行っていた。そして議論

の成果を,「フランスと NATO」という文書にまとめる。その内容は以下

のようなものであった。

１ 仏領土内の NATOと米軍の施設についての問題は米仏二国間では

なく, フランスとその他の加盟国という形式で交渉する

２ 米国は北大西洋条約を遵守し, 特に統合軍事機構を強化していく

３ 米国は統合軍事機構を二国間の防衛コミットメントに代えることを

望まない

４ 仮にフランスが統合軍事機構から離脱した場合, フランスに対する
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北大西洋条約第五条の防衛コミットメントは精査し直す

５ 米国はフランスによる「NATO改革」の要求について検討する

６ 米国はフランスによる NATOや米軍に対する行動を予測し, 我々

の方から最初の動きを行うべきではない。しかし, 事前に他の加盟

国と緊密な協議を続ける

７ 起こり得るあらゆる事態に対応するために選択肢を検討し, 加盟国

とどのようなタイミングで共同行動を採るべきかについて準備をす

る
(57)

以上のようにフランスの動向が不確実であったため, 米国は幅広い可能

性について準備をしておく必要があった。

一〇月に入り, ミュルビル外相はラスク国務長官に対して,「フランス

は来春, より正確にいえば恐らく三月頃, NATOに対する立場をはっき

りさせる」と述べた
(58)
。またミュルビルはフランス国民議会で,「六九年ま

でに［NATOは］改革する必要があるだろう。このことは私から見て特

に驚くべき発言であるとは思われない。この七年の間, 我々は常に不満を

述べ続けてきた」と語っている
(59)
｡「はじめに」で述べたように, 六三年秋

の段階でミュルビルは「NATO改革」について,「他の同盟諸国は本質的

な変化を望んでいないので, 提案をすることは無意味である」と述べてい

た。こうしたミュルビルの「言い回し」の変化は, 統合軍事機構離脱への

動きが本格化した結果, フランスの行動を正当化する必要があったため,

と見ることができるであろう。
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翌六六年一月に入ってもフランスの閣僚たちの多くは, 依然としてドゴ

ールの意図についてその全体像を把握できていなかった。前駐米フランス

大使で, 当時外務事務次官であったアルファンでさえ,「ドゴールから

『NATO改革』に対する具体的行動への指示は出ていない」と語ってい

た
(60)
。ミュルビルはこれまでと同様, ドゴールの意図について詳細を述べる

ことなく, 外務省内で統合軍事機構離脱を行った場合の法的問題や, さま

ざまな可能性について個別に検討させていた
(61)
。

（二）統合軍事機構離脱

一九六六年一月二一日, パリに NATO事務総長のブロシオを迎えたド

ゴールは,「六九年より前, 恐らく本年, 同盟の修正についての行動を開

始するであろう」と述べ, その理由として米国のベトナム戦争に「巻き込

まれる恐れ」があることを挙げた
(62)
。これは, ドゴールの「NATO改革」

が対米関係を念頭においていることを強調したものであった。そして, 六

六年二月二一日, ドゴールは定例の記者会見で, 米国主導の統合化された

同盟体制を改革するために行動を起こすことを主張する。

「同盟が締結された際の条件が変化した場合, 同盟関係も当初の状態であ

り続けることはできない。新しい条件に法律, 条約, 同盟は適応されねば
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ド・コールは,「NATO改革」の理由としてベトナム戦争が挙げられてい

ることについて,「長い間, 離脱について考慮していたドゴールにとって

ベトナム戦争という理由は便利な言い分けであった｣ と述べている｡ Kohl,

Wilfrid L., French Nuclear Diplomacy, Princeton, Princeton University Press，

1971, p.253.



ならない。フランスの意志は従属的な軍事機構とは両立し得ない。六九年

四月四日の期限まで, フランスは自身に関係する条件についてその修正を

続けることになる」

「フランスの土地, 空, 海, 軍隊とフランスに存在するあらゆる外国の要

素がフランスのみに属する, 主権の正常な状態を回復する。それは分裂で

はなく必要な適応である」

さらに米国の核戦力による「一方的抑止」という時代が終焉し, 米国の

核コミットメントが信頼に足るものではなくなったため,「核保有国とな

ったフランスは自らの責任を担う必要がある」と述べた
(63)
。こうしたドゴー

ルの発言は, フランス単独でも同盟体制の改革を進めていく意志があるこ

とを表したものであった。また, この会見の少し前にはフランス政府によ

り, ドゴールの訪ソ（六月）が発表されている
(64)
。

仏外務省は会見の翌日（二二日), ようやくドゴール周辺から, フラン

スの対 NATO政策について具体的な指示を受けることになる。その内容

は以下のように, 統合軍事機構から完全に離脱するというものであった。

「統合軍事機構はばかげたものである。同盟国と共同で完全な改革ができ

ることが望ましいが, どの国も統合を強化することしか考えていない。そ

のため改革ができると考えることは現実的ではなく無意味である。このよ

うな状況の中, 我々にできることは完全なる撤退である
(65)
」
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三月七日, ミュルビル外相はボーレン駐仏アメリカ大使とドゴールのジ

ョンソン米大統領宛の親書を手交し, 公式に統合軍事機構から離脱する旨

通告を行った
(66)
。またこれに関連して覚書が米国政府にわたされる｡ その内

容は以下のようなものであった。

「現在, 同盟の軍事的要素により侵害されている我々の主権を統合軍事機

構への参加を取り止めることで回復させる。我々は同盟国が挑発なしに攻

撃された場合には共同防衛に参加する」

「四九年当時と比べて NATO を巡る環境は大きく変化した｡ しかし,

NATOは今日的な諸問題に対応できていない。西欧に対する脅威は低下

し欧州は復興した。フランスは核を保有した結果, 統合については容認で

きない。米国の核独占という状況が, 米ソの核均衡という体制へと変容し

西側防衛の初期条件が変化した。さらに今日, 国際的な紛争の中心は欧州

ではなくアジアとなった。条約締結後に形成された統合軍事機構は, 現在

多くの問題を抱えており, フランスは統合軍事機構ではこのような状況に

対応できないと考えている
(67)
」

そして, NATOの指揮下からフランス軍を撤退させること, NATOの

司令部への参加を終了することを通告し, 仏領土内にある NATOの基地

や施設を移設することなどを要求した。

三月九日, フランスの閣僚たちは閣議において説明を受け, ようやく全

ての仏省庁が具体的な行動に移ることになる。そして三月一一日に, フラ

ンス政府は英国や西独などに対して覚書を送付する。それらの覚書には,

フランス以外の同盟国が「現状維持的志向｣ であり, ｢NATO改革｣ に賛
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(67) Ibid., pp.431�433. FRUS, 1964�1968, Vol. 13, pp.333�335.



同が得られなかったことが離脱に繋がった旨述べられていた
(68)
。

さらに, 三月二九日に仏外務省より米国など同盟国へ送付された文書で

は, その要求が以下のように具体的なものとなっていた。

１ 西独に駐留しているフランス陸軍二個師団と空軍二個大隊を七月一

日までに NATOの指揮下から離脱させる

２ 欧州連合軍最高司令部などの各司令部, NATO防衛大学からフラ

ンスの軍事要員を七月一日までに引き揚げる

３ NATOの司令部 (SHAPE, AFCENT) を六七年四月一日までにフ

ランス以外に移転させる

４ 仏領土内における外国軍（米軍, カナダ軍）の駐留を六七年四月一

日までに終了させる
(69)

そして米国に対しては, 米軍基地（陸軍・空軍）に関する協定, パイプ

ラインに関する協定, 通信ネットワークに関する協定など二国間協定を破

棄する旨通告した
(70)
。また西独への文書では, フランス軍の駐留継続の可能

性について述べられており, 仏独二国間で交渉を開始することが提案され

ていた
(71)
。この段階でようやく, フランスの NATOに対する行動について

全体像が明らかになる。

一連の文書で示されたフランスの NATO統合軍事機構離脱の主な理由

は,「ソ連の脅威の低下, 欧州の復興, フランスの核保有, アジアでの紛

争といった新たな状況に, 現状の NATOが適応できていない」というも
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(71) DDF, 1966, Tome1, pp.550�552.



のであった。アジアの紛争については, ベトナム戦争に「巻き込まれる」

可能性を強調しており, これは六五年に入り米国のベトナムへの攻撃が激

しさを増したことを受けてのものであった。また中南米のドミニカ共和国

サント・ドミンゴへの米軍による軍事介入なども, 米国に対する不信感に

繋がっていた。

なぜ, この時期にドゴールが離脱を決断したのかについてより詳細に見

ていくと, 国内要因としては, 第一に, 六五年一二月に大統領選挙を終え

ていたことが挙げられる。大統領選挙に勝利し就任二期目が始まっていた

ことで, ドゴールの外交政策における「行動の自由」は高まっていた。直

接選挙により国民の支持を受けたことで, 自身の望む政策を遂行し易い状

況にあったのである。第二に, ドゴールの年齢の問題（この時, 七五歳に

なっていた）が挙げられる
(72)
。ドゴールは後継者に対しても, フランスの独

自外交を継続させる必要性を認識していた。そのため, 自身の年齢的な問

題を踏まえ, 独自外交の方向性を確固たるものにするべく, 統合軍事機構

からの離脱を決定したのではないだろうか。

そして外交政策上の重要な要因として, 仏外務省の文書でも述べられて

いたようにフランスの核戦力整備が順調に推移していたことが挙げられる

であろう。年内（六六年）には, 核搭載可能なミラージュⅣ型爆撃機が六

二機実戦配備に着くことになっていた。同年七月には水爆実験を行ってい

る。ドゴールは六六年一〇月の記者会見で, フランスの核保有と二極体制

との関連について,「フランスの核保有という状況は, 二つの覇権国を中

心とする勢力圏相互の緊張関係を緩和させる要因になる。フランスがその

窒息するような硬直性を断ち切った時, 冷戦という危険な状況は霞んでい

くだろう
(73)
」と述べている。
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また, フランス外交の研究者モーリス・ヴァイスはこの時期に離脱した

理由として,「六二年から六四年頃ではデタントの萌芽は見えてきたが,

まだ確証の持てるものではなかった。そのため国家の政策決定者は, 大西

洋同盟を解体することを望まなかった」と述べ,「ソ連の脅威」の低下が

明確なものとなった六六年に入り, ようやく離脱への環境が整ったことを

指摘している
(74)
。

フランスは NATOの統合軍事機構からは離脱するが, 北大西洋条約第

一三条に規定されている脱退措置は適応しないことを決定する。こうした

フランスの同盟政策はその後の NATOとの関係からすると, 米国主導の

統合化された同盟体制ではない, 国家間の協調というドゴールが主張して

いた伝統的な同盟関係に近いものとなった, と見ることができよう。フラ

ンスは,「同盟国が挑発なしに攻撃された場合には共同防衛に参加する」

ことを明確にしていた。このようにドゴールは, 北大西洋条約に基づく共

同防衛義務については一貫して肯定的であったのである。六三年秋, ケネ

ディ大統領の葬儀の際に行われたジョンソンとの短い会談の中で, ドゴー

ルは共同防衛義務の遵守について以下のように語っている。

ドゴール「重要なことはフランスが何らかの攻撃を受けた場合, 米国の援

助があることを信頼できるということだ。同様に米国が戦争を行う際, フ

ランスは自身の保持する手段と共に米国側につく」

ジョンソン「フランスが米国と共にあることは, キューバ危機におけるフ

ランスの姿勢が証明している。また米国が同盟国に対する共同防衛の義務

を絶対的に遵守することについて, ドゴール大統領が理解していることを

私は確信している
(75)
」
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米国務省はフランスが同盟国との協議を経ないにも関わらず, 単独的に

統合軍事機構からの離脱を行ったことに対して強い不満を持っていた。ボ

ーレン駐仏アメリカ大使は,「フランスの行動は北大西洋条約に違反する

ものである。米仏関係は非常に厳しいものになるであろう」と述べ, 激し

い口調で批判した
(76)
。この「違反」という言説は,「同盟」と「統合軍事機

構」は不可分なものである, という理解から導かれたものであった。また

国務省の一部は, フランスに対して強硬な姿勢で臨むことを主張しており,

「フランスに対する防衛コミットメントを公式に撤回するべきである」と

いう意見さえも出されていた
(77)
。他方, 国防総省は, マクナマラを中心にフ

ランスに対して冷静に反応をすることを求めた。マクナマラなどはこの機

会に, 米国の軍事費負担を軽減させ, 同盟国にさらなるバードン・シェア

リングを促すべきであると考えていたのである。

このように米国政府内では, フランスへの対応を巡って様々な意見が交

わされていたが, ベーター大統領補佐官によるジョンソン大統領への文書

が, ジョンソンの最終的な判断に影響を与えていた。その内容は以下のよ

うなものであった。

「統合軍事機構を離脱した結果, フランスに対して北大西洋条約に基づく

防衛コミットメントを受けることができない旨通告するという意見は現実

的ではない。カナダからの攻撃の際, ケンタッキーを見捨てると言ってい

るようなものだ。西独をロシアから守れば, フランスを守ることを避ける

ことはできない。これは宥和ではない。ドゴールに宥和しても意味がない。

我々は, NATOの統合化によって加盟国へのコミットメントを再確認す

るという手段を採るべきだ。欧州諸国はフランスとの関係に敏感であるこ
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とから, このアプローチの方が利益を得ることができる
(78)
」

三月二二日, ジョンソンはドゴールの親書（三月七日手交）に対してよ

うやく返答する。その内容は以下のようなものであった。

「米国は, 統合軍事機構がフランスの主権を侵害しているとは考えていな

い。統合軍事機構は安全保障に貢献している。それ故, 同盟諸国は指揮体

系, 戦略, 戦術に関する共同の計画について準備を行う。また, 再びフラ

ンスが共同の仕事に戻るのであれば, その席はいつでも用意しておく
(79)
」

ジョンソンは,「フランスの行動に対して批判をしても, 我々や同盟国

にとって何の利益もない」というプラグマティックな判断で, 最終的に穏

当な対応を選択した
(80)
。ジョンソンはドゴールを批判しても, 彼が考えを変

えることはないことを理解していた。そのため穏当な対応によって, フラ

ンスの離脱による同盟国の動揺を最小限に抑えることが, ドゴールの欧州

での影響力を低下させることに資すると考えたのである。またジョンソン

は多くの米国政府高官と同様, フランス抜きでも同盟は機能すると認識し

ていた。つまり, 米国の「一方的保障」という側面が強い NATOにおい

て, フランスの軍事的貢献は不可欠なものではなく, 米国はフランスと対

立することによって同盟の結束が緩むという, 政治的な影響をより懸念し

たのである。

そしてもう一つ, ジョンソンが穏当な対応を採った理由として, 米国政

府がフランスの現政権はドゴールの影響を受けた「一時的」なものであり,
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ドゴール以後のフランスは「ノーマル」で協調的なものになる, と期待し

ていたことが挙げられる
(81)
。こうした認識から, 米国政府はドゴールを中心

とした現政権と, フランス国民とを区別して考えていた。そのため米仏の

対立を煽ることによって, フランス国民の米国に対する感情が悪化するこ

とを避け, ドゴール以後の政権と「ノーマル」な関係を回復することを期

待していたのである
(82)
。

六六年四月, フランス国民議会におけるポンビドゥー首相の演説では,

フランスの NATO統合軍事機構離脱が対米関係の調整を主眼においてい

たことが率直に表されていた。演説で述べられた離脱の理由として, 第一

に, 米国が大西洋同盟における支配的地位を維持していること, 第二に,

フランスなど同盟諸国の反対を考慮せず, 米国が戦略ドクトリンを大量報

復戦略から柔軟反応戦略に変更したこと, そして第三に, 米国が英国には

核技術協力を行っているにもかかわらず, フランスへの協力は拒否したこ

と, などが挙げられた
(83)
。これらの理由から見ても, 第一章で述べた五八年

から六二年にかけての核を巡る仏米関係の停滞と, その原因となった米国

の同盟国との対等性を望まない「支配的志向」が, ドゴールの同盟政策に

おける単独的な行動に大きな影響を与えた点を理解することができるであ

ろう。

上記に挙げたものは, 先に見た「ソ連の脅威」の低下, 欧州の復興, ア

ジアでの紛争などと異なり, フランスと米国との直接的な関係に関わる統

合軍事機構離脱の理由であった｡六二年以降,米国との交渉による｢NATO
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改革」の実現可能性が低下していく中, ドゴールは統合軍事機構離脱を頂

点に, フランスと NATOとの関係を単独的に修正することで, 米国への

依存度を自国に関する限り低下させることに成功する。このようにフラン

スの統合軍事機構離脱への動きは「NATO改革」というコンセプトに基

づき, 米国主導の統合化された同盟体制から距離を採ることで主導国米国

との関係を再調整するためのものであった。

それでは, フランスの離脱について各国の反応はいかなるものであった

のだろうか。英国やオランダなど米国に比較的近い国々は, フランスの行

動に対して憤りを露にした。イタリアはフランスとの論争を避けようと考

え, 西独はヴァイスの表現を借りると,「不安に陥って」いた。カナダ,

ポルトガルなどは, フランスの行動に批判的ではありながらも, 一定の理

解を示し穏当な反応を採っていた
(84)
。他方, ソ連は, 西側同盟の分裂に繋が

り得ることから, フランスの動きについて肯定的に評価していた
(85)
。また東

欧諸国の中では, ルーマニアがフランスとの会談で積極的な賛意を示して

いた
(86)
。

以上, フランスの NATO統合軍事機構離脱過程について検討してきた

が, 一連のプロセスはドゴールを中心に, ミュルビル外相, メスメール将

軍など, 一部の側近が関与するという形態で遂行された。仏外務省は組織

として限定的にしか関与できず, その対応は優れて状況対応的なものとな

っていた。このことは仏国防省にも当てはまることであった。仏外務省は

ドゴールほど米国主導の NATOに否定的ではなく, 統合軍事機構離脱後

もできる限り同盟諸国との関係を悪化させないことに尽力した。こうした
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(84) �������La Grandeur, p. 387.

(85) DDF, 1966, Tome1, pp.844�845.

(86) Ibid., p. 847. ルーマニアはフランスと同様に米ソ二極体制に否定的で

あり, 自立性を確保することを重視していた。



認識は仏国防省, フランス軍部などにも共通するものであった
(87)
。実際的な

面から見ても, NATOとの関係悪化によって, NATOの対空警戒システ

ム（NATO Air Defence Ground Environment＝NADGE）など, フランス

の防衛体制に不可欠な情報を得ることができなくなる恐れがあったかった

からである
(88)
。

六月に入りフランス大統領府（エリゼ宮）は, 外務省, 国防省など主要

官庁との調整を行うために「ブレビッソン委員会」を創設し, 同委員会に

おいて対 NATO政策の調整を行う
(89)
。この委員会では, フランスの統合軍

事機構離脱以後の技術的な問題について議論がなされることになった。

（三）駐独フランス軍を巡る仏米独トライアングル

フランスの統合軍事機構離脱は, 同盟国に対して様々な影響を与えた。

ドゴールは仏領土内の外国軍の撤退を要求していたが, 当時フランスには

アメリカ軍二万六千人とカナダ空軍二個中隊が駐留していた。米加両軍の

撤退は一九六六年八月より始められる。ジョンソン大統領は六六年一二月

の国家安全保障会議（NSC）において, フランスが通告した六七年四月一

日という期限を守るよう指示しており, 米加両軍は期限通りに撤退を完了

する
(90)
。こうした期限通りの撤退を巡っては, 米国政府内で欧州への防衛コ
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(87) 米国政府はフランスの統合軍事機構離脱は, ドゴール個人の判断に百

パーセント依るものであると考えていた。なぜなら米国政府は, フランス

の外務省や国防省がドゴールの離脱への動きに対して消極的である, とい

う情報を持っていたからである。FRUS, 1964�1968, Vol. 13, p.352.

(88) フランスは東方の領空防衛体制を, この NATOの対空警戒システム

に依存していた。これらの情報が得られない場合, 仏核戦力の信頼性に影

響を与える可能性があった。Ibid., p. 381.

(89) Bozo, “Chronique d’une ���������������	”, pp.339�341.

(90) FRUS, 1964�1968, Vol. 13, p.512. 当初米国は, 協定は一国の一方的な

通達によって破棄することはできないとして, 二年の期限に変更すること



ミットメントに疑義を生じさせるという懸念が述べられる一方で, 合理的

な費用対効果を重視するマクナマラ国防長官などは, 速やかな撤退の方が

コストを低く抑えることができるとして早期撤退を支持していた
(91)
。

仏領土内におかれていた米軍の司令部はベルギー, 西独に移設し, 空軍

基地は英国やその他の欧州諸国に移設することになる。こうした移設の過

程で一部の兵力は米国に送還されることになった。また, カナダの空軍基

地は西独に移設された。NATOにとって前線の支援を行うための後方地

域であるフランスを失うことは, 戦略的縦深性（Strategic Depth）を喪失

することになり軍事上のダメージとなる。ドゴールは自国内の外国軍基地

がフランスの意思に反して使用され, フランスにとって死活的ではない紛

争に「巻き込まれる」可能性を懸念していた。こうして仏領土内での外国

軍のプレゼンスがなくなることによって, 米国主導の統合化された同盟体

制から距離を採ることに成功し, ドゴールはフランスが目指す主権の回復

を確実なものにしていく。

六六年一〇月二八日, ドゴールは定例の記者会見で以下のように述べ,

フランスの自立を誇った。

「フランスは独立を回復した。我々の軍隊を外国の権威に従属させる状況

は現実にも可能性としてもおき換えられた。これから五ヵ月の間に我々の

領土にはいかなる外国の司令部, 軍隊, 基地もなくなる
(92)
」
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を求めた。しかしフランスは, これまで統合軍事機構に加入していること

で,「善意」から利用許可を与えていたと述べ, 期限の変更を承諾しなか

った。Harrison, op. cit., p. 148.

(91) Brands, H.W., The Wages of Globalism, Oxford, Oxford University Press,

1994, p.106.

(92) DM, Tome5, p.104.



フランスの統合軍事機構離脱を受けて, 最も激しい議論が交わされたの

が駐独フランス軍（Forces ����������d’Allemagne＝FFA）の法的地位,

および NATOとの軍事協力を巡る交渉であった。駐独フランス軍は当時

六万五千の兵力を数え, 陸軍二個師団, 空軍二個中隊によって構成されて

いた。西独国内では政府, 野党共にフランスの離脱後の同盟政策について,

仏独協力条約に基づきフランスとの関係を修復しつつ, 米国と緊密な関係

を維持するべきであると考えていた。

各国にとって駐独フランス軍は, 軍事的な側面以上に政治的に重要であ

ると理解されていた。西側同盟体制から見て駐独フランス軍の存在は, 統

合軍事機構離脱後のフランスと NATOの結びつきの象徴であった。また

西独にとって, 周辺の国々が危惧したであろう自らの脅威を軽減するため

にフランス軍の駐留は必要なものであった。さらには, ドイツ統一につい

て協力を得るためにも, フランスとの協調関係を維持することは重要であ

った。他方フランスにとっては, 東側の国境防衛という軍事的要請以外に,

将来のドイツの地位を巡る問題に米英ソと共に関与するための政治的手段

であるといえた。

駐独フランス軍は統合軍事機構離脱の結果, 仏独間に駐留に関する法的

問題を生じさせることになる。西独側はフランス軍駐留の法的根拠につい

て, 五四年に調印した駐留外国軍協定に基づき, NATOの枠組みを必要

とすると考えていた
(93)
。他方フランス側はフランス軍の駐留は, 西独が

NATOに加盟する以前の占領管理期に享受していた地位に基づくもので,

統一ドイツと平和条約を締結するまでフランスは駐留する権利があり,

NATOの枠組みに左右されるものではないと主張していた
(94)
。
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(93) Haftendorn, Helga, NATO and the nuclear revolution, Oxford, Clarendon

Press, 1996, p.237.

(94) DDF, 1966, Tome1, pp.678�682.



六六年四月一五日, 西独はフランスとの交渉に向けて, 米英両国と緊密

に協議をするため, 西独外務次官, 米英両国の駐独大使により構成される

作業チームを結成する。そして, 政治, 軍事, 法的な問題を検討した結果,

駐独フランス軍を可能な限り NATOの共同作戦に結びつけるという方向

でフランスと協議を行うことが決定された
(95)
。

軍事的に見た場合, 駐独フランス軍はいわゆる「前方防衛」から距離を

採った配置となっており, その貢献度は比較的低いものであるといえた。

統合化された同盟体制から一定の距離を保つため, 駐独フランス軍は仏独

の国境沿いに位置しており, 有事における自動的な「巻き込まれ」を防ぐ

よう配置されていたのである
(96)
。これは有事の際, フランスによる「独自の

判断」が維持できない状況を避けるための方策であった。また, 後方に位

置することで, 必要な場合の早期撤退を可能にしていた。

エアハルト西独首相は, 駐独フランス軍の法的地位を巡る交渉が決裂し,

フランスとの関係が決定的に悪化することは避けるべきであると考えてい

た。五月二六日, エアハルトは西独議会において, 駐独フランス軍の駐留

継続を求める演説を行う
(97)
。しかし六月に入ってフランス政府の指定した撤

退期限が一ヵ月後に迫った段階でも, 依然として交渉妥結の気運は高まら

なかった。六月一三日, フランス政府は駐独フランス軍の一部撤退を表明

し, 西独側を牽制する。これを受けエアハルトは, 七月一日以降のフラン

ス軍の駐留について暫定協定を締結することをフランスに提案し, フラン

ス側もそれを了承した。

七月二一日, ドゴールはエアハルトと首脳会談を行う。この会談では駐

独フランス軍の地位を巡る議論などがなされたが, その際, 米国主導の統
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(95) Haftendorn, op. cit., p. 230.

(96) Harrison, op. cit., p. 156.

(97) Ibid., p. 155.



合化された同盟体制に対する両国の「認識ギャップ」が露わになる。ドゴ

ールは会談の中で, 以下のように述べ, 従来の主張を展開した
(98)
。

「我々は自動的に米国の戦争に巻き込まれることを避けるため, 同盟は維

持するが, 統合化からは離脱する。我々は米国のアジア政策に対して信頼

することができないため, 米国の指揮に依存することを望まない。また現

在, 東側からの脅威は差し迫ったものではないことから, フランスは国家

における独立を再確認する。それ故, 我々は統合化を許容することはでき

ない」

「勿論, 我々は北大西洋条約を締結していることから, 条約第五条を遵守

し, 挑発なしに侵攻を受けた場合, フランスは同盟国と共に参戦する。し

かし, 我々は自国の行動の自由は保持する。また西独が望むなら, 駐独フ

ランス軍は撤退する。そのことは, 軍事的にも政治的にも大きな変化を及

ぼさない
(99)
」

これに対してエアハルトは,「我々は駐独フランス軍が, 西独に維持さ

れることを望む。軍事的な側面から見て, 駐独フランス軍は必ずしも不可

欠なものではない。だが, 独仏二国間および近隣の国際関係における友好,

政治的な観点から駐留が望まれるのである」と主張し, 駐独フランス軍の

駐留継続を望む理由について率直に語った。

そして, エアハルトは「東側からの脅威は差し迫ったものではない」と
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(98) DDF, 1966, Tome2, pp.386�387.

(99) 駐独フランス軍は, 西独との国境線沿いに配置されていたことから,

仮に西独がフランス軍の駐留を拒否したとしても, 国境沿いのフランス

領土内にその部隊を移設すれば軍事的に大きな違いはなかったのである。

FRUS, 1964�1968, Vol. 12, p.124.



いうドゴールの主張に同意した上で,「それでも, 我々は戦争が勃発した

場合について十分考慮する必要がある」と述べ, ドゴールの統合化された

同盟体制への批判に対して, 以下のように懸念を口にした。

「西独は同盟を維持したい。ドゴール将軍に尋ねたいのだが同盟体制に積

極的に関与せずに, 共同防衛を想定することが可能と考えているのか」

このエアハルトの発言は, ドゴールの同盟観, 同盟政策を暗に批判した

ものであった。これに対してドゴールは,「戦争における協力の際, 統合

化は必要なものではない。それはこれまでの歴史が証明している。戦争が

勃発すれば, フランスは同盟国と行動を共にする。このようなことは, 初

めてのことではない」と激しい口調でエアハルトに返答した。

以上のように仏独首脳会談では, 有事協力に基づく伝統的な同盟関係を

想定するドゴールと, 第二次大戦後の恒常的に統合化された米国主導の同

盟体制を理想とするエアハルトとの, 同盟観に対する「認識ギャップ」が

如実に表れたものとなった。

その後, 交渉進展の動きも見られたが, エアハルト政権は崩壊し, 駐独

フランス軍の地位を巡る一連の交渉の決着は次期政権に委ねられた。六六

年一二月キージンガー政権が樹立する。この政権誕生と同時に交渉は最終

局面を迎え, 同年一二月, ミュルビル仏外相とブラント西独外相によって

文書が交換され, フランス軍の駐留継続が正式に決定されることになる。

仏独両国の外務省による文書の交換という簡素な方法が採られたのは, 西

独側からの議会による批准作業を避けたいという要望から導き出されたも

のであった
(100)
。
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(100) DDF, 1966, Tome2, pp.949�950.



これにより七月一日以降, 駐留の根拠が曖昧になっていたフランス軍の

駐留継続が正式に決定される。交換された文書では, ドイツ基本法第四条

第二項に基づき西独側がフランス軍の駐留を望む, という形態を採った
(101)
。

また, この文書の中に NATOとの関係についての記述はなかった。西独

政府はフランス軍の駐留について, 厳密な法的根拠を求める姿勢を撤回し

たのである。キージンガー政権は前政権と比べてフランスに対してより協

調的になっており, 関係改善の必要性を強く認識していた。また, 西独に

とってこうした短期的なある種の妥協は, ドゴール以後の政権において再

び統合化された同盟体制に復帰するという可能性への期待を含んだもので

あった
(102)
。こうしてフランスは, NATOとは独立した仏独二国間協定に基

づき西独駐留を継続することになり, 米国主導の同盟体制から距離を採る

ことで自国の「行動の自由」を確実なものとしていく。

統合軍事機構離脱後のフランスと NATOの軍事面での役割分担, 協力

関係の調整についても交渉は難航した。米国は有事の際, 仏領土内の軍事

施設の使用がどの程度可能となるのか, という点についてフランスと協議

を行う。六六年八月, ミュルビル外相と会談した駐仏アメリカ大使ボーレ

ンは, 有事の際に NATO諸国が仏領土内の軍事施設を使用することがで

きる確約を求めた。しかしミュルビルは, 事前にそのような確約をするこ

とを拒否する
(103)
。有事においてフランスによる「独自の判断」が維持される

ことを重視したのである。

フランスと NATOの軍事協力に関する調整は年をまたぐ長期的な交渉

となったが, その後, アイユレ仏将軍とレームニッツァー NATO欧州連
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(101) Haftendorn, op. cit., p. 238.

(102) Kocs, Stephen A., Autonomy Or Power, Westport, Greenwood, 1995, p.

61.

(103) Bozo, “Chronique d’une ���������������	”, p.343.



合軍最高司令官との交渉によって幾つかの協定が結ばれることになる。ま

ず米国が強く求めていた仏領土内の石油パイプラインの使用については,

平時にはフランスの民間会社の許可に依ることになり, 有事にはフランス

政府の判断によって使用の許可が決定されることになった（六七年三月二

四日)。また仏領空の通過についてはフランスが引き続き, NATOの対空

警戒システムにアクセスできる代わりに, 一年毎の更新によって同盟諸国

の領空使用が認められることになった。しかし有事の際に, フランス政府

は使用許可を撤回することができるとされる（六七年八月三日
(104)
)。

そして懸案であった, 有事における駐独フランス軍と NATOの共同軍

事オペレーションについては, 六七年八月にようやく協定が締結される。

この協定では, 北大西洋条約第五条に基づきフランスが紛争への関与を決

定した場合, NATO諸国と駐独フランス軍は共同行動を採ることが決定

された。その際, 駐独フランス軍はフランスの指揮下（command）に在

りつつも, NATOのオペレーショナル・コントロール (operational con-

trol) に属することが謳われていた
(105)
。先述した, NATO加盟国の軍事力の

三つのカテゴリーにおける,「各国家の指揮下に留まる戦力」と「有事に

NATOの指揮下に配置される戦力」の間を採ったものであるといえるで

あろう。ここでもフランス側は「自動的な介入」については拒否し,「独

自の判断」によってフランス軍の関与を決定するという, 当初から主張し

ていた形態を維持することになる。

だがこの「独自の判断」による関与は, もともと北大西洋条約で認めら

れている権利であった。北大西洋条約第五条では,「締約国は武力攻撃が

発生した場合には, 国連憲章第五一条の規定によって認められている個別

的または集団的自衛権を行使して, 北大西洋地域の安全を回復し維持する
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(104) Kohl, op. cit., p. 257.

(105) Bozo, Two Strategies for Europe, p. 212.



ために必要と認められる行動（武力の使用を含む）を個別的および他の締

結国と共同して直ちに採ることにより, その攻撃を受けた締約国を援助す

ることに同意する」と規定されている。この規定では武力の使用は必ずし

も義務というものではなく, もともと「独自の判断」による関与は加盟国

の権利であった。とすれば, ドゴールにとって駐独フランス軍と NATO

の協定は, これまで以上に米国主導の統合化された同盟体制から距離を採

ることによって, 有事「中立」という可能性をアピールし,「独自の判断」

による関与をより明確かつ確実なものにするという, 政治的な目的を重視

したものであったと見ることができるのである。

こうした同盟関係の修正によって, ドゴールはフランスが「独自の判断」

に基づいて, 参戦する時期, 軍隊の規模などを決定することを明確にした。

この後, NATOでは締結された協定に則り, フランスが同盟国と共同オ

ペレーションを行う場合の軍事計画が作成されることになる。だが協定は

締結されはしたが, フランスは統合軍事機構から離脱しており, フランス

が NATO加盟国と共に戦うかどうか, という点について将来的な不確実

性は残った
(106)
。そのため欧州連合軍最高司令部は, フランスが参戦する場合

と参戦しない場合の二つの軍事計画を作成することになる
(107)
。

以上に述べてきたように, これら一連の変容を NATO諸国は迫られた

が, 当初, 同盟諸国が警戒していたフランスによる北大西洋条約の破棄と

いう状況には至らなかった。軍事面に関する限り, すでにフランスは統合

軍事機構から漸進的に撤退していたため, その影響は限定的であった
(108)
。し
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(106) 他の同盟諸国は二つの不確実性を懸念していた。第一に, 有事にフラ

ンスが「交戦状態」と判断せず参戦しないことであり, 第二に, 逆にフラ

ンスが同盟の意思に反し, 早い段階で核を使用するのではないか, という

ことであった。Bozo, ���������La France et l’OTAN De la guerre froide au

nouvel ordre europeen, Paris, Massin, 1991, p.103.

(107) Harrison, op. cit., pp.157�158.



かし米国政府は政治面において, フランスの離脱がおよぼす間接的な影響

を懸念していた。ドゴールによる統合化された同盟体制を弱体化させる行

動が, 西独のナショナリズムを刺激するのではないかという懸念である。

フランスの離脱直後, 米国大統領補佐官のコマーは,「真の問題は, 常に

フランスではなくドイツである」とジョンソン大統領宛の文書で述べてい

る
(109)
。また, ボーレン駐仏アメリカ大使はラスク国務長官に,「ドゴールの

政策における最大の危険性は, 西独とソ連の直接取引を誘引し得ることで

ある｣, と語っている
(110)
。米国は, NATOの統合化から離れて, 西独が独自

の手段によって再統一へと動くことを警戒していた。そのため米国のフラ

ンスに対する批判には, 西独を「封じ込めて」おくための統合化をフラン

スが「弛緩化」させようとしている, という側面も含まれていたのである。

六六年五月四日, ドゴールは米国のチャーチ上院議員と会談し, 以下の

ように述べている。

チャーチ「仮に米軍が欧州から撤退した場合, 欧州のバランス・オブ・パ

ワーはどのようになると考えるか」

ドゴール「現在は米軍が欧州から撤退するような状況にない。私はそれを

望むようなことを言ったことはない。なぜなら, 特にドイツの問題がある

からだ。そのため米軍は欧州に存在しており, 私も米軍が残ることを望む。

ドイツは憂慮するべき問題であり, この事実は長い間変化しないであろう。

ドイツ統一の問題は即座に欧州だけではなく, 世界に緊張を生じさせ戦争

にすら結びつくかも知れない。ドイツの隣人はこれを受け入れないし, 統
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(108) 軍事的な影響については, Hunt, Brigadier K., “NATO Without France:

The Military Implications”, Adelphi Papers, No.32.

(109) FRUS, 1964�1968, Vol. 13, p.337.

(110) Ibid., p. 405.



一したドイツは再び大きな脅威となるであろう。こうした状況に陥らない

よう保障するために米国は欧州に存在するべきであるし, 私は米軍の撤退

を想定していない。敗北し分割され国境を喪失し独立していないドイツに,

米国やフランス, 英国が存在するのは当然である。しかしフランスは違う。

フランスは敗北していないし国境も失っていない, 首都も守っているし誰

にも依存していない。それ故, ドイツのような米軍の存在はフランスにお

いては認められない
(111)
」

このようにドゴールは, 仏領土からの米軍撤退については強く要求して

いたが, 現状において西独から米軍が完全に撤退することを望んでいた訳

ではなかった。ドゴールにとってそのような米軍の存在はソ連に対すると

同時に, あるいはそれ以上に西独に対するものであったのである。五五年,

西独が NATO加盟と同時に再軍備を開始した際, 当時のイスメイ NATO

事務総長は, NATOの目的を「米国を引き込み, ロシアを締め出し, ド

イツを押さえ込む」ことであると述べた。この「ドイツを押さえ込む」と

いう目的は, 六〇年代においても依然として重要な課題であり, 欧州の国

際政治はいわば「ドイツ問題」を中心に展開されていたのである。

以上ここまで, フランスの NATO統合軍事機構離脱について, 米国主

導の統合化された同盟体制から距離を採る, フランスの自立性との関係に

焦点を当て分析を行った。これまで検証してきた結果, ドゴールが追求し

た同盟における自立性には次のような特徴, 特質があったことを挙げるこ

とができる。

第一に, フランスの自立性にとって, 重要な対象国は米国であったこと

である。同盟運営の際, 主導国との関係を調整することが, 自国の自立性
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(111) DDF, 1966, Tome1, pp.762�766.



に最も影響を与えるのは当然のことであった。冷戦体制の下, 西側にとっ

ての「共通の脅威」はソ連であったが, 六〇年代に入り「ソ連の脅威」の

低下が認識されるようになると, フランスは「行動の自由」を確保するた

め, 米国主導の同盟体制から距離を採る政策を推進する。ドゴールは, 同

盟は必要であるが過度の依存は危険であると考えていた。また同盟への依

存, つまり米国への依存という外観は政治的に好ましいものではなかった。

そのため,「ソ連の脅威」が低下しつつも依然として存在する中, 同盟を

破棄しない範囲で最大限に自立性を確保できる状況を模索する。その解が,

統合軍事機構という同盟の軍事部門から離脱することであった。いわば既

存の同盟および同盟体制を所与のものとは捉えない, 同盟関係を相対化す

る視角を持っていたといえるであろう。米国とは異なる独自の国際政治観,

同盟観, および脅威認識を保持していたことが, 自立的な行動を可能にし

たのである。また, 先に見たようにフランスの独自核保有は, 米国からの

自立という言説に積極的な意味を付与した。

第二に, フランスの自立性にとって, 外交・同盟政策における「独自の

判断」は不可欠なものであり, そのことは法的な側面も含めて主観的にも

客観的にも十分に確保されるべきものであった。この点については, 駐独

フランス軍と NATOの軍事協力を巡る交渉から見ても明らかである。戦

争をする際,「独自の判断」によって参戦することは, 主権国家にとって

最も重要な権利であった。またドゴールにとって「独自の判断」の維持と

いう方針は, 対等な関係で同盟を運営するための本質を成すものであった。

なぜなら国家による「独自の判断」を維持することは, 圧倒的な軍事力を

持つ米国と軍事的な対等性は望めない同盟諸国にとって, ある種の政治的

な対等性を得るために不可欠なものであったからである。この対等性の実

現は, ドゴールの「NATO改革」において継続的に追求された目的であ

った。フランスの統合軍事機構離脱は「独自の判断」の維持という方針を
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基準に, フランスと米国主導の NATOとの関係を明確化させるためのも

のであったといえるであろう。こうした国家による「独自の判断」につい

ては, 一見当然のように思われるが, 冷戦体制が制度化された国際政治環

境では, 米ソ以外の国にとって必ずしも自明のものではなかったのである。

その意味で, ドゴールの政策は, 非対称的な同盟関係における自立性の追

求について一つのあり方を示した, といえるのではないだろうか。

そして第三に, その自立性があくまで「相対的」なものであったという

点を指摘しておかなければならない
(112)
。フランスは統合軍事機構から離脱し

たが, 北大西洋条約に基づく同盟関係を破棄した訳ではなかった。このこ

とはフランスが現状の同盟体制を批判していたにもかかわらず, 米国によ

る安全保障を一定の範囲で必要としていたことを表している。経済復興し

たとはいえ当時のフランスの国力, および軍事力から見て, 西側陣営から

離れた「完全な」中立化は現実的なものではなかった｡「ソ連の脅威」は

低下しつつも一定のレベルで存在していたからである。その意味で自立性

を強調したドゴール外交も, 冷戦構造の制約から自由ではなかったといえ

るであろう。

だがドゴールは同盟関係を維持しつつも, 米国主導の同盟体制から距離

を採ることで, フランスによる「独自の判断」が入ることを明確なものと

し,「行動の自由」の幅を広げることに成功する。統合軍事機構離脱など

単独的なドゴールの同盟政策は「NATO改革」というコンセプトに基づ

き,「相対的」ではあるがフランスの自立性, 対等性を高めるためのもの

であった
(113)
。フランスのこうした動きは, 米国主導により階層化された, 非
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(112) 渡邊啓貴『フランス現代史：英雄の時代から保革共存へ』中公新書

1998, 124頁。

(113) 「相対的」とは, これまでのフランス（第四共和制）と比較してとい

う点のみならず, 西側同盟における米国以外の同盟国との比較, という意



対等性に基づく同盟体制の修正を試みたものであり, 同盟内における米国

に対する ｢均衡｣ という「狙い」に基づくものであった。このように, 様々

な制約が存在することを認識しつつも可能な限りその独自性を探る, とい

う点にドゴール外交における自立性の特質があったといえるであろう｡

「相対的」自立はその言葉の通り, ある種の依存に基づくものではあるが

「必要な相互依存」の文脈で理解することができ, 国際政治的な影響力を

一定の範囲で高めることに繋がる。国際政治的な影響力は, ドゴールが追

求したフランスの「偉大さ」を形成するための不可欠な要素といえるもの

であった。

五九年の地中海艦隊の離脱以降の「部分的な」離脱に続いて, NATO

の統合軍事機構から完全に離脱することにより, ドゴールは同盟政策にお

ける最も重要な目的であったフランスの自立性を回復させることに成功す

る。そして同時に試みられていた「独自の欧州」の実現,「ヤルタ体制」

の変革についても状況は動き始めていた。

第三章 ドゴール外交と多極化の模索

（一）ドゴールのソ連訪問

ドゴールは, NATO統合軍事機構の離脱を一九六六年七月一日に控え

た六月二〇日, ソ連を長期訪問する。統合軍事機構離脱への動きと同時期

に行われた, この一二日間にわたる訪問にはいかなる目的があったのであ

ろうか。またドゴールの訪ソは, 彼の推進する同盟政策とどのように関連

していたのであろうか。まず六四年以降, 関係改善の動きを見せていた仏

ソ関係について概観し, その分析を踏まえた上でドゴール外交, 同盟政策

における訪ソの位置づけについて検討していく
(114)
。
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を含んだものである。

(114) ドゴール外交とソ連の関係については, 小窪千早「フランス外交とデ



これまで考察してきたように, ドゴールは六〇年代中盤において,「ソ

連の脅威」はすでに現実的なものではないと捉えていた。ベルリン, キュ

ーバ危機は東西対立の緊張を高めたが, 結果的にソ連の「現状維持的志向」

を露にすることになる。またソ連の国内経済の窮状は, 西側諸国にとって

もはっきりと認識できるようになっていた。六四年一〇月, ソ連のフルシ

チョフ首相は農業改革の失敗を一因として失脚する。こうした情勢の変容

を受け, ドゴールは現状の米ソ二極体制を修正し, フランスを中心とする

欧州が国際政治においてより大きな影響力を発揮できるよう外交を展開し

ていく。

ドゴールの唱える「大西洋からウラルまでの欧州」を実現する上で, 西

独とソ連は重要な位置を占めていた｡「大西洋からウラルまでの欧州」と

は, ドゴールの目指す欧州国際政治秩序概念であり,「鉄のカーテン」を

取り除き, さらには米国に依存しない「独自の欧州」の実現を念頭におい

たものであった。当時米国が唱えていた, 米国主導の相互依存関係を主張

した「大西洋共同体」という概念とは対立するものであったといえる。

ドゴールは, 六二年一二月三一日のテレビ・ラジオ演説で以下のように

述べ,「独自の欧州」を実現することの必要性を主張した。

「まず西欧の経済, 政治, 防衛, 文化における結びつきを強化し, 米国と

の対等な関係を確立する。(中略）そして, 偉大なる緊張緩和の日々が訪

れた時, 東側諸国と共に, 我々の大陸全体における平和と生命とを有機的

に組織化するのだ
(115)
」
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�������”, in Wilfried Loth(ed.), Europe, Cold War and Coexistence 1953�1965,

London, Frank Cass, 2004.



ドゴールは東欧諸国が米国ではなく, 第一義的に「西独の脅威」に対し

て団結しているのであり,「西独の脅威」が低減すれば必然的にソ連の主

導するワルシャワ条約機構（Warsaw treaty organization＝WTO）の結束

も緩んでいくと考えていた。そのため, 西独の核保有を阻止すること, 西

独が第二次大戦後に策定された国境（オーデル・ナイセ線）を承諾するこ

と, 米独の過度の軍事的関係を弱めることなどは,「脅威でない西独｣, さ

らには「脅威でない西側」を実現し, 東西相互の緊張関係を低下させる上

で不可欠であると理解された。

このようにドゴールの西側同盟における「弛緩化」政策は, 東側のワル

シャワ条約機構の「弛緩化」に結びつくことを念頭においていたのであり,

その外交構想はいわば「相互弛緩化」政策といえるものであった。つまり

ドゴールは米国主導の統合化された西側同盟体制の改革を基点として, そ

の影響を受けたワルシャワ条約機構の変容についても視野に入れており,

こうした相互のプロセスを経て, 将来的に「ヤルタ体制」が変革されるこ

とを目指したのである。ドイツ統一に関しても, そのような緊張緩和の中

でのみ実現可能であると考えていた。もちろん, ドゴールは現状において,

バランス・オブ・パワーの観点から, 欧州が単独でソ連に対抗できるとは

認識していなかった。そのため, バランサーとしての米国が, 欧州に対し

て一定のレベルで関与することは必要であると理解していた。ドゴールが

問題視したのはあくまで, 欧州の米国に対する過剰な依存であったのであ

る。

しかし上記のように, ドゴールの外交構想において重要な位置を占めて

いた西独は, フランスの唱える「独自の欧州」ではなく, 米国主導の統合

化による同盟強化路線を支持していた。いわゆる「力の政治」としての強
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い立場で, ソ連と対峙することを重視していたのである。これは, ドゴー

ルが批判した同盟国の「現状維持的志向」であった。フランスは六〇年代

前半から中盤にかけて同盟内で活発に議論された「核共有」問題において,

米国の主導するMLFではなく, フランスの核戦力を中核とする「欧州核

政策」に協力することを西独に迫った。西独に対して米国と距離を採り,

「独自の欧州」に軸足を移すよう促したのである。だが, 西独はフランス

の核政策ではなく, MLFを中核とした米国の核政策を選択する（その後,

米国の MLF 構想は失敗に終わる)。西独にとって仏核戦力は, 米国の

「核の傘」の代替としてはあまりに脆弱なものであった。また, 西独はフ

ランスが望んでいた戦後に策定された国境の承認, フランスが進める東側

へのデタント政策を受け入れようとしなかった
(116)
。こうした対米政策, 対東

側政策に対する「認識ギャップ」の存在は, フランスと西独が「独自の欧

州」実現に向けて共通の外交政策を採ることを妨げる大きな要因となって

いた。

六四年以降, 親米的なエアハルト西独政権によって米独関係は強化され,

ドゴールが想定していた米国から距離を採った仏独協調に基づくソ連との

関係改善, という戦略の遂行がますます困難な状況になっていた。そこで,

ドゴールは仏独協調による「独自の欧州」を推進することを将来的な課題

としつつも一旦諦め, 単独でソ連との関係改善を図り, デタント政策を進

めることで「独自の欧州」の実現を目指していく。つまり, ドゴールから

見て「現状維持的志向」であった西独など欧州諸国の協力を十分に得られ

なかったために,「独自の欧州」実現に向けてのアプローチを変更したの

である。このことはドゴールの同盟政策における「独自の欧州」実現に少

なからず影響を与えた。バランス･オブ･パワーの観点から見て, フランス
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単独では限定的な影響力しか持てず, フランスの政策を補強するためにも

ジュニア・パートナーとしての西独の存在が必要であったからである。こ

のように, フランスが西独を中心とする欧州諸国の協力を得られなかった

ことは, ドゴール外交の限界性の一端を表すものであったといえるであろ

う。

また, 六〇年代前半のフランスとソ連の関係についても, 必ずしも良好

なものではなかった。その理由としてフランスの冷戦史家アンリ・ストゥ

は, ソ連による仏独協力条約への批判, ソ連のアルジェリア政策, 六三年

の部分的核実験禁止条約締結などを挙げている
(117)
。ソ連による仏独協力条約

への批判には, 仏独の核協力への警戒心が影響しており, 反対にフランス

は部分的核実験禁止条約について, 米ソによる二極体制を固定化するため

の「共謀」と捉えていた。そして六四年一月二七日, フランスは共産中国

との国交を樹立する。この動きは, 米国を中心とする西側諸国にとって驚

きをもって受け止められたが, バランス・オブ・パワーの観点からソ連

（並びに米国）を牽制するという狙いも含まれていた。

しかし他方で, 六〇年代中盤においてフランスとソ連は, 米国の外交政

策に対し共通の懸念を持っていた。西独の核武装に繋がる恐れのある

MLF構想, 中東政策, ベトナム, ラオスにおけるアジア政策についてで

ある。また仏ソ両国は, 早期のドイツ統一に否定的であること, ドイツ問

題は欧州諸国が主導して解決するべきであることなどについても共通の認

識を持っていた
(118)
。ソ連にとって, 米国を除いた形で欧州諸国と交渉するこ

とは望むべきことであり, 統合軍事機構離脱などにより西側の結束を乱す

フランスとの関係改善は大きな利益になると考えられた。単独的な同盟政

策によって, 欧州における米国の影響力を低下させようとするフランスと,
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政治・軍事的な観点から同様の目的を持つソ連の利害は多くの点で一致し

ていたのである。さらにソ連は関係改善の過程で, フランスが東独を承認

することを期待していた。このように, 政治・軍事的な対立要因をはらみ

ながらも, 仏ソ両国は共通の利益に基づき, 個々の政策ごとの合意から関

係改善を行い得る土壌はできていたのである。

六四年一月, ジスカール・デスタン仏財務大臣がソ連を訪問する。この

訪問が仏ソ関係改善の起点となった。一〇月には仏ソ貿易協定, 翌六五年

三月にはカラーテレビ協定が締結される
(119)
。そして六五年四月, グロムイコ

ソ連外相がパリを訪れ, 一〇月にはミュルビル仏外相がソ連を訪問する。

こうした相互訪問により仏ソ関係は徐々に好転していく。前述したように,

六四年一〇月にフルシチョフ首相は退陣していたが, 後を継いだブレジネ

フ書記長も平和共存路線を支持していた。

六五年四月二七日, ドゴールはラジオ・テレビ演説で「ヤルタ体制」の

変革, 多極体制の実現に向けての決意を表した。

「我々が再び, 行動の自由を持つ国家として現れることにより, ヤルタ以

降二つの主導国に分割されていた世界は修正されるであろう。平和のため

には別の秩序, 勢力均衡が必要である
(120)
」

こうしてドゴールの単独的な同盟政策の延長線上に規定されていた,

「ヤルタ体制」の変革への動きが加速化していくのであった。

六六年六月二〇日, ドゴール大統領はミュルビル外相を引き連れ, ソ連

を訪問する。三月に統合軍事機構離脱を表明し, フランスの「行動の自由」
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は高まっていた。一二日間の長期にわたる訪問で注目されたのは, ドイツ

問題を巡る議論であった。ドゴールはブレジネフとの首脳会談で, ドイツ

統一を急がないこと, 西独が戦後策定された国境を認めるべきであること,

西独の核武装を阻止することなどの点で合意する。だが, 東独承認問題に

ついては, ドイツ統一の前提として西側諸国が東独を承認する必要がある

とするブレジネフと, それを明確に拒否するドゴールとの間で溝は埋まら

なかった。ソ連側はドイツ問題について,「事実から始めるべきである」

という主張を行う。フランスもドイツ統一について,「それほど熱心でも

ないし, 急いでもいない」という姿勢であったが, この時点で東独を承認

することまでは考えていなかった
(121)
。西独への配慮を示したといえるであろ

う。

また西独の核武装阻止について, ブレジネフから見解を求められたドゴ

ールは以下のように語った
(122)
。

「西独は, 我々の西独による核への野心に対する懸念をよく理解している。

同盟内に核計画に関する協議委員会を設立することを主導した米国や, 英

国についても西独の核武装を望んでいない。それ故, [西独の核武装の可

能性については]差し迫った危険とはなっていない」

さらにブレジネフは会談の中で, 米国を除いた東西欧州諸国による安全

保障会議を開催することを主張したが, ドゴールは早期の開催に否定的な

姿勢を示した
(123)
。この構想は, グロムイコ外相が同年春以降, 提唱していた

ものであった。ドゴールは欧州の安全保障を欧州主導で行うことを望んで
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おり, その点についてソ連と一致したが, ドイツの地位が関係するような

安全保障会議に米国が全く関与できない状況は現実的ではないと考えてい

たのである。

仏ソ首脳会談では経済・科学・宇宙協力の分野で協定が締結されたが,

当初予想された範囲を越える仏ソ関係の進展はなかった。フランス外交の

研究者エドワード・コロズィは,「訪問の政治的成果は, あまり劇的なも

のではなかった」と述べている
(124)
。しかし, 今回のドゴールの訪ソは, あく

までも彼のデタント政策のスタートに過ぎず, その具現化はドゴールの同

盟政策の進展と並行して中長期的に推進されるべきものであった。以下に

見ていくようにブレジネフとの一連の会談で, ドゴールは自身の構想への

見解を示していた。

六月二一日に行われたブレジネフとの最初の会談において, ドゴールは

欧州主導でドイツの問題を解決する必要性について語り, ソ連が「東西両

ドイツ間の人的交流を容易なものにすること」を求めた。そして,「フラ

ンスは欧州という観点から情勢を進展させる」と述べ,「そのためにフラ

ンスは NATOの軍事機構から撤退した」と語った
(125)
。また, 六月二九日に

行われたブレジネフとの三回目の会談では, ドゴールは,「国際政治の状

況が, 二つの大国[米国とソ連]のライバル関係に依存するということは好

ましいことではない。欧州諸国は, 再び国際政治の舞台に上がる必要があ

る。私がモスクワを訪れたのはそうした目的のためである｣, と自身の望

む多極的な秩序について語っている
(126)
。

訪ソ実現を受け, 自身の構想を着実に遂行させていた六六年一〇月二八

日, ドゴールは定例の会見において,「今日, 東側諸国と我々との間で友
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好的な協調関係が制度化されつつあることによって, 冷戦体制はばかげた

ものであるという認識が広がっている
(127)
」と述べ, 冷戦体制の終焉が近いこ

とを誇った。このように, ドゴールの訪ソは漸進的に国際秩序を変容させ,

「独自の欧州」を実現するための「第一歩」と見ることができたのである。

それでは, 米国はフランスのデタント政策についてどのように考えてい

たのであろうか。ラスク国務長官は,「ドゴールは欧州のデタントをさら

に推進したいと考えており, 現在の NATOの体制はより好ましい東西関

係を進める上で障害になっていると感じている
(128)
」と述べ, ドゴールのデタ

ント政策を, フランスの統合軍事機構離脱と関連づけて分析していた。

米国政府は, フランスのデタント政策が大西洋同盟の結束を乱すことを

警戒していた。だが他方で, 米国政府はソ連が外交政策において重視して

いるのは米国と西独であり, フランスのソ連接近による国際政治上の影響

は限定的なものであると考えていた。ボーレン駐仏アメリカ大使は, ドゴ

ールの訪ソについて以下のように述べている。

「ドゴールの外交政策の誤りは, フランスがソ連にとって非常に重要な国

であるとの認識に基づいていることである。ソ連はフランスではなく, 米

国や西独を外交上優先することに何の躊躇もないだろう
(129)
」

こうした米国政府の認識は, バランス・オブ・パワーの観点から見てフ

ランス単独では, その影響力は限定的なものであることを示したものであ

った。米国が懸念していたのは, あくまでフランスの行動が大西洋同盟の

結束を乱すことであり, 特にフランスが西独と密接な関係に基づき, 米国
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の影響下から離れた「独自の欧州」という概念によって外交政策を推進す

ることであった。その意味で, ボーレンの発言はフランスの国際政治にお

ける現状の地位を冷徹に述べたものであり, また同時にドゴール外交の限

界性を表すものでもあった。

以上, ドゴールの訪ソについて考察してきたが, ドゴールはソ連に対す

るデタント政策を推進することによって, フランスを基点とした東西関係

の改善を試みたのであった。六二年のキューバ危機以降, ドゴールは米ソ

冷戦体制における戦略的ポジションが, 米国へ優位に推移していると認識

していた。そのような文脈から, バランス・オブ・パワーに基づく国際政

治秩序観を持つドゴールがソ連との関係改善へと動いたのは, ある意味で

当然であったのかも知れない。ドゴールはデタントを進めていく過程で,

フランスが単独的な同盟政策によって米国から距離を採り, その他の欧州

諸国にも一定の影響を与えることで米国への依存を修正する。そして, 米

国の欧州での影響力低下を認識したソ連が西側への脅威認識を弱め, 東側

衛星諸国に対する締め付けを緩める, という状況が生まれることを期待し

ていた。これらは, 米ソ両国により統合化された東西両同盟体制の「相互

弛緩化」を目指したものであり, その先に二極体制の変革, 多極体制に基

づく「独自の欧州」の実現を見据えていたのである。ドゴールの訪ソは,

こうした国際政治構造の変容へ向けての「第一歩」であったといえるであ

ろう。このようにドゴールの同盟政策は, 彼のデタント政策と密接に関連

するものであり, 相互補完的なアプローチによって「独自の欧州」の実現,

「ヤルタ体制」の変革が目指されたのであった。

（二）ドゴール外交と同盟政策の帰結

米国はフランスの統合軍事機構離脱を受けて, NATOへの影響を最小

限に抑えるべく同盟の結束へ向けて積極的な動きを見せる。まず, MLF
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の挫折を受けて同盟内で結成されていた核計画作業グループを改編し, 核

防衛担当委員会（NDAC), 核計画グループ（NPG）として常設の組織に

することを決定する
(130)
。このような協議機関の改編には, こうした組織を通

じて西独の核政策への関与を認め, 同盟内での役割を高めさせることで西

独の「組み込み」を確実にし, NATOの統合化を確かなものにするとい

う狙いがあった。安全保障における「死活的な兵器」である核兵器に関す

る協議機関の強化は, フランス以外の加盟国に肯定的に捉えられ, 同盟の

一体化を促進することとなる。

フランスが公式に離脱を表明した直後の一九六六年三月一八日, フラン

スを除く一四ヵ国は NATOの結束を示すため, 以下のような共同の宣言

文を採択した。

「北大西洋条約およびそれに基づく機構は, 双方とも我々の安全保障のた

めに不可欠なものである。NATOは防衛と抑止の機構として, 平時に歴

史上の如何なる同盟にも見られなかった, 統合されかつ相互依存関係にあ

る軍事機構を保持することにより, その有効性を立証してきた。我々はこ

の機構が必要であり, 今後も存続することを確信する。北大西洋条約とそ

の機構は, 単に共同防衛のための機構ではない。それらは加盟諸国の自由

と安全を守り, 国際的な平和と進歩と繁栄を促進するため, 可能な時には

いつでも共同で協議し行動するためのものであり, かつ加盟国のこうした

決意を示すものである
(131)
」
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フランスが離脱した後の NATOの体制は, 政治的な重要課題について

は, フランスを含む一五ヵ国で構成される北大西洋理事会において討議が

なされ, 軍事的な重要課題については, フランスを除く一四ヵ国で構成さ

れる軍事委員会, 防衛計画委員会（DPC）などにおいて討議が行われる

ことになった
(132)
。これまで仏米両国を中心に,「同盟」と「統合軍事機構」

の区別が可能であるのかという議論がなされてきたが, 離脱後の状況は結

果として,「区別が可能である」というフランスの主張を正当化した形と

なった。先に述べたように, NATOの方針はコンセンサスによって決定

される。ドゴールの政策は, 軍事委員会などにおける「拒否権」を維持す

るよりも, 米国主導の同盟体制から距離を採ることで政治的な対等性を確

保するという外観をより重視したものであった, といえるであろう。

六七年五月, 米国はこれまでフランスに阻まれていた柔軟反応戦略を,

同盟の軍事戦略として正式に採用することに成功する。柔軟反応戦略は,

フランスを除く一四ヵ国によって採択された。また六七年一二月には, デ

タント推進に大きな役割を担った「アルメル報告」を採択する。同報告は,

ベルギーの外相アルメルにより同盟国に提案されたもので, 採択の過程に

おいて米国から強い支持を受けていた。その主たる内容は, 同盟の役割に

ついて集団防衛強化と共にデタントを推進するというものであり, 二つの

政策は「相互補完的」な関係にある, と位置づけられていた
(133)
。こうした方

針は, 東側との緊張緩和を望む多くの同盟国から賛同を得ることになる。

また「アルメル報告」は, ドゴールが進めてきたデタント政策に対する

同盟維持・強化の立場からの回答, という意味合いを持っていた
(134)
｡「アル
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(132) FRUS, 1964�1968, Vol. 13, p.506. フランスは離脱後も同盟の政治部門

である北大西洋理事会には参加していた。他方, 軍事的課題に取り組む軍

事委員会, 防衛計画委員会については参加を取り止めていた。

(133) クリーブランド, 前掲書, 213�214頁。



メル報告」とドゴールの外交政策は共にデタントを掲げていたが,「アル

メル報告」の方針が統合軍事機構を中心とする集団防衛強化を依然として

重視している点で, その内実に相違があった
(135)
。ドゴールの同盟への挑戦を

受け,「揺らぎ」を見せた NATOは, デタントの推進という政治的な役割

を付与することにより, 同盟の任務を拡大させることになる。

このように大西洋同盟は, フランスの離脱後, 米国主導により再結束さ

れる方向へと進むことになる。こうした状況は, 米国にとって大きな利益

となった。同盟内での「抵抗勢力」であるフランスと距離を採ることが可

能となったことで, 米国の望む政策をより実現し易い状況になったからで

ある。核計画グループの常設化, 戦略ドクトリンの改訂を行うことに成功

したことは, 米国主導の同盟体制を強化することに繋がったといえるであ

ろう。アメリカ外交に詳しいヘンリー・ブランズは,「フランスの撤退に

よって, 全ての NATOの問題についても追い払うことができた」として,

フランスの離脱が米国の利益に結びついたと率直に語っている
(136)
。

他方, フランスは統合軍事機構離脱の結果, 欧州連合軍最高司令部など,

各司令部から要員を撤退させ, 連絡将校のみを駐在させることになる。そ

して上述したように, 同盟内で軍事的課題について協議を行う軍事委員

会, 防衛計画委員会への参加も取り止める
(137)
。また, フランス国内にあった
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(134) Bozo, Two Strategies for Europe, p. 249.

(135) 米国外交の研究者クリストファー・レーンは,「ドゴールのアプロー

チと異なり, 米国の望むデタント政策は, 東西関係を米国の強い管理下に

おく二極体制に基づくものであり, 軍備管理など米ソ二国間の問題に焦点

を当てたものであった｣ と分析している｡ Layne, Christopher, The Peace of

Illusions：American Grand Strategy from 1940 to the Present, New York,

Cornell University Press, 2006, p.99.

(136) Brands, op. cit., p. 105.

(137) 国府田和夫「NATOとフランス」『国際問題』, 1969, 13頁。



NATOの二つの司令部については, 欧州連合軍最高司令部はパリ郊外か

らベルギーのカストーに移設され, 中部軍司令部はパリ郊外のフォンテン

ブローからオランダのブルンサムに移設される。北大西洋理事会（North

Atlantic Council＝NAC）などの NATO本部は, ブリュッセルに移設され

ることになった
(138)
。

六七年一二月, ドゴールの側近であるアイユレ将軍は, 雑誌「国防」に

「全方位（tous azimuts）戦略」という新たな軍事戦略概念についての論

文を発表した。六八年一月, この「全方位戦略」はフランスの外交・安全

保障政策として公式に採用される。同戦略は, これまでのように脅威の対

象をソ連として固定化するのではなく, 国際政治においてはいずれの国が

脅威となるか不明確であり, あらゆる侵略の可能性に対応する必要がある

という認識に基づいて作成されていた。つまり米国を含む同盟国との関係

も, ソ連など東側諸国との関係についても, 将来的にはどのように推移す

るか分からないことを強調したのである。そして,「全方位戦略」を実効

的なものにするためには, 抑止力としての仏核戦力のさらなる増強が必要

である, と主張された｡「全方位戦略」は, 冷戦の文脈に囚われないフラ

ンスの政治・軍事的な中立性をアピールするためのものであり, ここにド

ゴール外交における自立性は最高潮を迎えることになる。

以上, フランスの統合軍事機構離脱以後の同盟体制について分析をして

きたが, フランスの離脱は安全保障面において, フランスと NATO双方

にどのような影響を与えたのであろうか。前述したように, フランスと
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(138) FRUS, 1964�1968, Vol. 13, p.488. フランスは, 北大西洋理事会などの

NATO本部については, 政治的な組織であるという理由から移設を求め

ていなかった。しかし米英などを中心に, 特に有事において軍事司令部と

北大西洋理事会は密接な協議をする必要がある, との意見が優勢となり移

設が決定さていた。



NATOの軍事的協力を巡る交渉においては, フランスによる「独自の判

断」の維持という方針が重視されていた。だが, 有事において「独自の判

断」により参戦することは, これまでも北大西洋条約において加盟国に認

められていた権利であった。また交渉の結果, 駐独フランス軍は有事の際,

フランスによる介入の判断を経た後ではあるが, NATOの「オペレーシ

ョナル・コントロール」に属することが決定される。これらはフランスの

離脱後も引き続き, NATOとフランスは協調関係にあることを示すもの

であった。つまり安全保障面で, フランスの離脱が同盟体制に深刻な軍事

的影響を与えることはなかったのである。

フランスの安全保障環境についてはどうであろうか。コールは,「フラ

ンスはその地政学的な位置により, 引き続き西独に駐留する NATO軍の

保護を受けることができ, また同様に米国の『核の傘』の提供を受けるこ

とが可能となっている」と指摘している
(139)
。先に取り上げたベーター米国大

統領補佐官の発言のように,「西独を守れば, フランスを守ることは避け

られない」のであった。フランスは六〇年に核実験を成功させて以来, 核

戦力の整備を続けてきたが, 米ソ両国の核戦力と比較してその規模は脆弱

であり, 抑止力としての信頼性は必ずしも十分なものではなかった。フラ

ンスの社会学者レイモン・アロンなどのように, フランスの核戦力は独立

した抑止力としてではなく, 米国の核戦力を補完するものとして意義を見

出すものも多かったのである。その意味で米国の「核の傘」がフランスに

対しても実質的に存在し続けたことは, ドゴールがその信頼性を激しく批

判したにもかかわらず, 依然として有益なものであったと見ることができ

よう。このようにフランスおよび NATO双方にとって, フランスの離脱

による安全保障面での影響は限定的であったのである。
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(139) Kohl, op. cit., p. 258.



次に, ドゴールの同盟政策と「NATO改革」との関係について考察し

ていく。そして, こうした考察から, フランスの統合軍事機構離脱という

単独的な行動に結びついた仏米両国における対立の背景について論じてい

きたい。

これまで述べてきたように五八年の仏米英「三頭体制」以降, ドゴール

が具体的な「NATO改革」の提案を同盟国に提示することはなかった。

だが,「三頭体制」の提案以降も, 米国とフランスを中心とする欧州が対

等な関係になるべきであることは, ドゴールが一貫して追求してきた目的

であった。それ故, 仮に具体的な「NATO改革」の提案をした場合, 同

盟内での政策決定における, 対等な発言権を求めるフランスの姿勢に変化

はなかったであろう。その際には「三頭体制」提案時のように核政策にお

ける何らかの協調や, NATOの防衛範囲を越える地域に対する戦略協議

ということで, 当時重要な国際政治的課題であったベトナム戦争に対応す

るための協議・決定機関創設などが要求されていたかも知れない。また,

「ソ連の脅威」の低下という認識も六〇年代を通じ, 各国に広まっていた。

そのため, 米国主導の統合化された同盟体制に対する「弛緩化」政策が,

より反映された提案になったであろうことが想像できる。このようにドゴ

ールの「NATO改革」とは, 仏米, および米欧関係における対等性の実

現を目指したものであり, 現状において同盟を維持しつつも, その中で米

国に対する ｢均衡｣ を図ることを「狙い」とするものであった。

しかし, 仮にフランスがこのような提案を行ったとしても当時の状況か

ら見て, 米国や同盟諸国が受け入れる可能性は低かった。五八年から六二

年にかけての仏米両国における核協調の手詰まりは, 同盟国と対等な関係

を望まない米国の「支配的志向」を明確なものとした。またフランス以外

の NATO諸国は, 米国主導の統合化された同盟体制および, そのような

防衛体制に基づく対ソ関係に大枠で賛同していた。このように, フランス
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と NATO諸国の間には「NATO改革｣, 米国主導の同盟体制, さらにはそ

れを規定する同盟観に対する「認識ギャップ」が存在していたのである。

こうした「認識ギャップ」が,「はじめに」で見たように, フランス政府

の他の同盟諸国が ｢現状維持的志向｣ であり, ｢NATO改革｣ に賛同が得

られなかった, という発言に結びついたのであり, また「三頭体制」の提

案以降, ドゴールが具体的な「NATO改革」の提案を行うことを避けた

原因となったといえるであろう。

このように, 米国の「支配的志向｣, そして米国を含む他の同盟諸国の

「現状維持的志向」は, ドゴールにとって加盟国との交渉による「NATO

改革」の不可能性を明確に認識させるものであった。六二年以降, 米国と

の交渉の不可能性が認識された後の「NATO改革」の主張は具体性に欠

けたものとなり, 対等性を求める統合化への批判という概念のみがクロー

ズ・アップされることになる。米国の影響力が強く反映されている同盟体

制において, 交渉の不可能性と対等性の実現は両立し得ないものであり,

また他の同盟国から改革への協力を得られなかったドゴールの選択は必然

的に, 米国主導の同盟体制から距離を採るための単独的な行動へと向かう

ことになった。そして, ドゴールによる「NATO改革」の主張は, その

行動を正当化させるためのレトリックとしての比重を強めていく。

フランスの統合軍事機構離脱はこうした文脈から遂行されたのであった。

ドゴールは現状の階層化された, 非対等性に基づく同盟体制に対する反対,

フランスおよびフランスを中心とする欧州の自立性, 米国との対等性の実

現など,「NATO改革」の主張の内容については真に必要なものであると

考えていた。それ故, 安全保障環境, 仏米関係, 欧州諸国との関係, 自国

の国力などフランスを巡る様々な制約, 条件を分析した上で, 統合軍事機

構離脱に象徴される単独的な政策を推進し, 限定的ながら「NATO改革」

の目的を実現させたのである。このように, フランスの統合軍事機構離脱

論

説

法と政治 60巻 1号 (2009年 4月) 97(120)



という単独的な行動に結びついた背景には,「NATO改革｣, 米国主導の

統合化という概念を巡る「認識ギャップ」の存在が大きく影響していた。

以上に見てきたように本稿では, フランスの NATO統合軍事機構離脱

という事例を中心に, ドゴールの「NATO改革」をキータームと位置づ

けて考察をしてきた。最後に, こうした考察を踏まえ, ドゴールの同盟政

策にはどのような意義があったのか, その目的と成果に焦点を当てつつ結

論として検証を行いたい。

これまで検討してきたように, ドゴールの同盟政策には主にフランスの

自立性の回復,「独自の欧州」の実現,「ヤルタ体制」の変革という目的が

掲げられていた。まず, フランスの自立性の回復についてであるが, この

点についてフランスは統合軍事機構を離脱することによって, 少なからず

成果を手にしたといえるであろう。統合軍事機構離脱の結果, 米国主導の

同盟体制から距離をおくことに成功し,「独自の判断」による参戦という

条件を明確なものにした。また, 米軍を中心とする外国軍や NATOの司

令部を自国領土から撤退させ, ドゴールのいう「外国の権威」が自国に及

ぼす影響を低下させる。もちろん先に見てきたように, その自立性はあく

まで「相対的」なものであった。しかし,「相対的」ではあったがフラン

スによる「独自の判断」が入ることを明確なものとすることで, 米国との

間である種の政治的な対等性を実現したことは, ドゴール外交における成

果であったと見ることができよう。フランスの自立性の回復は, ドゴール

の同盟政策において第一義的に達成されるべきものであり, 最も重視され

た目的であった。

次に,「独自の欧州」の実現,「ヤルタ体制」の変革についてであるが,

この目的についての成果は限定的であったといえる｡「独自の欧州」の実

現とは, 米ソに過剰に依存した欧州の自立を目指すものであり, 多極化を

志向する点から,「ヤルタ体制」の変革と不可分なものであった。欧州の
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盟主を自認するフランスではあったが, 単独で米ソ両大国に対抗できると

は考えていなかった。そのため, フランスを中心とした欧州が一極となり,

独自性を発揮するためには西独の協力を得ることが不可欠であった。しか

し, 六〇年代前半から中盤にかけて活発に議論された「核共有」問題にお

いて, 西独はフランスの「欧州核政策」ではなく, 米国のMLF構想を選

択する。西独政府は現状において, フランスの唱える「独自の欧州｣,

「大西洋からウラルまでの欧州」という秩序概念ではなく, 米国の主導す

る「大西洋共同体」が自国の外交・安全保障にとって好ましいものである

と捉えていた。つまり西独は相対的な側面を含みつつも, フランスではな

く米国に対してより強く依存することを選択したのである。

「三頭体制」提案の際に見られたように, ドゴールは欧州の利益を代表

するのはフランスであると考えていた。だが, こうしたドゴールの支配的

な概念は, 他の欧州諸国に受け入れられることはなく, フランスの孤立化,

「独自の欧州」実現の挫折という帰結に少なからず影響を与えた。その結

果, フランスは仏独協調ではなく, 単独でソ連や東欧諸国とのデタントを

推進することを余儀なくされたのである。

またフランスの統合軍事機構離脱によって, 核計画グループの常設化,

柔軟反応戦略への改訂や「アルメル報告」におけるデタント政策の採用な

ど, 米国主導の同盟体制は強化された側面もある。仏領土内から撤退する

ことになった米軍基地は, 一部を除いてフランス以外の欧州諸国に移設さ

れた。このように, 米軍の欧州における政治・軍事的プレゼンスに大きな

変化はなかったのである。こうした仏独関係の停滞, 欧州の米国に対する

依存の継続という状況はドゴール外交の限界性を示すものであり, フラン

スと他の NATO諸国との同盟観を巡る「認識ギャップ」の存在を如実に

表すものであった。フランス以外の欧州諸国にとって, 欧州の国際政治秩

序を安定的に維持する上で現状規模の米国のプレゼンス, またそれを保証
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する統合化された同盟体制は, 依然として不可欠であると捉えられていた

のである。先に見てきたように, 西独など欧州諸国の協力がない限り, フ

ランス単独での国際政治的な影響力は限定的であった。第二次大戦後, 欧

州は米ソ対立の狭間におかれ, フランスのみならず, 一国で十分な国際政

治的な影響力を発揮することは困難な状況になっており, 欧州が国際政治

における「独立した主体」となるためには, 経済だけではなく政治的, 軍

事的に密接な協調を採ることが必須であったのである。このことは, 今日

にも繋がる重要な課題といえるであろう。

だが他方で, フランスの離脱を基点とする同盟体制の「相互弛緩化」に

ついては, 限定的ながら東側諸国に影響を与えたと見ることもできる。例

えば, ルーマニアは六〇年代後半以降, フランスなど西側諸国との関係を

改善しつつ, ソ連から徐々に距離を採るようになっていた
(140)
。そして, その

後もソ連のワルシャワ条約機構強化への動きに対して明確に反対し, 独自

路線を強めていく
(141)
。また, アルバニアは中ソ対立が主因であったが, 六八

年九月にワルシャワ条約機構から脱退する。もちろん, これらの状況は様々

な要因から生まれたものであるが,「独自の欧州｣, 「ヤルタ体制」の変革

へのプロセスである東西同盟体制の「相互弛緩化」は, 限定的ではありな

がら顕在的あるいは潜在的に確実に進捗していたのである。仏ソ関係につ
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(140) ドゴールは六八年五月, ルーマニアを訪問し, チャウセスク国家評議

会議長と会談する。そして経済・科学技術面での協力を促進することに合

意した。また, ドゴールはルーマニア議会で演説を行う。これは, 共産主

義国の立法府における西側国家元首による初めての演説であった。

(141) 六八年のソ連と東欧五カ国によるチェコ侵攻の際, ルーマニアはユー

ゴスラビアなどと共にソ連と, ソ連の唱える「制限主権論（ブレジネフ・

ドクトリン)」を強く批判していた｡「制限主権論」とは, 社会主義共同体

全体の利益を守るためには各国の主権を制限することもやむを得ない, と

するものであった。



いても訪ソを実現するなど, デタントを促進することに成功していた。

こうした動きは, 六八年八月のソ連の主導するワルシャワ条約機構軍の

チェコ侵攻を受けて一時停滞するかに見えたが, デタントへの大きな流れ

は変わることはなかった。ドゴールが目指した「独自の欧州」という概念

は,「大西洋からウラルまでの欧州」という言説に表されているように,

西欧だけではなく東欧諸国, ソ連との協調関係を重視していた。その文脈

から, 後の「独自の欧州」実現へのプロセスを提示かつ形成に貢献したと

いう点からも, 一定の成果があったと見ることができるのではないだろう

か。ドゴールの同盟政策が目指す「独自の欧州」は国際政治構造レベルに

関するものであり, 漸進的に具現化されるものであった。つまり, 中長期

的にのみ実現することが可能であったのである。また,「相互弛緩化」政

策に代表されるドゴール独自の外交構想は, 米国を牽制すると共にフラン

スの自立性を強化することに寄与し, 国際政治的な影響力を高めたといえ

るであろう
(142)
。

フランスの自立性の回復,「独自の欧州」の実現,「ヤルタ体制」の変革

という目的は, ドゴールの同盟政策にとっていずれも重要なものであった

が, 同列に捉えられていた訳ではなく, 前述したように最も重視されてい

たのはフランスの自立性の回復であった。ドゴールの同盟政策はまず前提

として, フランスの自立性の回復があり, その延長線上に「独自の欧州」

の実現,「ヤルタ体制」の変革という目的が位置づけられていた。その意

味で, ドゴールは同盟政策における初期段階の目的については多くを達成
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(142) 先述したように, 米国による統合化への試みは「政治的多極化」とい

う状況において緩み始めた NATOの結束を再構築する, という目的に基

づいていた。米国は, 欧州が多極化の流れに乗って「独立した主体」とな

り, 米国の影響下から離れていくことを懸念していたからである。その為,

ドゴールの「独自の欧州」という概念に基づく外交構想は, 米国を牽制す

るという側面があったといえる。



したといえるであろう。そして次の段階において, フランスと同様に東西

両欧州諸国も, 米ソ主導の同盟体制に対する過剰な依存を修正することが

求められたのである。

川嶋は, ドゴールの外交政策について, 彼のデタント政策については一

定の役割があったと評価しつつも, ドゴールの自主外交は米ソ二極からの

「自主独立｣, 米欧関係の秩序再編が実現できなかった点からみて, その

限界性を表すものであり, フランスによる統合軍事機構離脱については,

選択肢を失った外交の「硬直化」という文脈で論じている
(143)
。筆者も, 国際

政治構造レベルの変容を実現できなかったという点で, ドゴール外交にお

ける限界性の存在については同意する。だが他方で, そうした限界性を認

めつつも, フランスの自立性に寄与した離脱自体の意義に焦点を当てる必

要があるだろう。

ドゴールの「NATO改革｣, そのコンセプトに基づくフランスの統合軍

事機構離脱は, 本稿で考察してきたように, 米国主導により階層化された,

非対等性に基づく同盟体制の修正を求めたものであった。こうした動きは,

同盟内における米国に対する ｢均衡｣ を目指したものであり, 現状の冷戦

構造, 同盟関係を相対化する認識, 構想に基づくものであった。その意味

で,「修正主義的」(ボゾ）な側面が強い企てといえる訳であるが
(144)
, 実際に

試みられた政策はセルニーが述べているように「抑制された」ものであっ

た。即ちドゴール外交とは, フランスを巡る様々な制約, 限界性の存在を

認識した上で, その枠内で自立性の回復など掲げられた目的を最大限に実

現しようとする「抑制された試み｣, と位置づけることができるのである。

同盟は維持しつつも, 統合軍事機構から離脱することによってフランスの

自立性を高める, というドゴールの同盟政策はそうした「試み」を象徴す
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(143) 川嶋, 前掲書, 153�156頁。

(144) Bozo, Two Strategies for Europe, Introduction, p.16.



るものであった。

また米ソ二極体制からの「自主独立｣, 米欧関係の秩序再編についても,

冷戦体制という当時の国際政治構造から見て, より中長期的な視座に基づ

いた評価を行うことが妥当であろう。国際政治学者の武者小路公秀はドゴ

ールの国際政治認識について,「空間的には極めてグローバルな形で, し

かも時間的には極めて長期的なものである」と述べている
(145)
。即ちフランス

の自立性の回復はいわば短期的な目的であり,「独自の欧州」の実現,「ヤ

ルタ体制」の変革については国際政治構造レベルの問題であるという性質

からも, 漸進的かつ長期的スパンによる実現が想定されていたのである。

さらに「相互弛緩化」政策を通じた「独自の欧州｣, 「ヤルタ体制」の

変革を目的とするドゴールの外交構想は, 実現することが望ましいが実現

しなくても, 現状において米国を牽制すると共にフランスの自立性を一定

のレベルで強化するという意を含んでいた。つまり, 米国の外交政策に対

するオルタナティブとして将来的な自立の可能性を「掲げること自体」が,

自立性の重要な構成要素となり得たのである。その意味でドゴールによる

独自の構想は,「NATO改革」の主張と同様にある種レトリックとしての

側面を有していたといえるのであり, こうした一連の言説における含意に

焦点を当てずして, ドゴール外交の内実を理解することはできないのであ

る。

このようにドゴールの外交政策は, 言説を含むあらゆる手段を使って自

立性, 国際政治的な影響力を高め, 米国, ソ連など大国と対等な関係を実

現することを目指したものであった。そして, そのことはドゴールが求め

ていたフランスの「偉大さ」という概念を高めることに結びついていく。

この「偉大さ」への試みは, 時代を越えて, 今日のフランス外交へも「遺
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(145) 武者小路公秀『ケネディからドゴールへ：国際政治のビジョンと戦略』

弘文堂, 1964, 73頁。



産」として受け継がれているのである。

お わ り に

これまで検証してきた結果, ドゴールの同盟政策は, 米国主導の統合化

された同盟体制に対するアンチテーゼという概念を基点に, フランスの自

立性の回復という国家レベル,「独自の欧州」の実現,「ヤルタ体制」の変

革という国際政治構造レベルの目的を念頭においたものであった, という

その内実がより明確になった。同時期に試みられたフランスの NATO統

合軍事機構離脱, ドゴールの訪ソは個々の独立した目的のみならず, ドゴ

ールの体系的な外交構想において相互補完的に関連しながら遂行されてい

たのである。

ドゴールの外交構想は, 米国の「支配的志向｣ と, 米国を含む他の同盟

諸国の「現状維持的志向」によって「NATO改革」を阻まれ, その目的

を十分に達成することはできなかった。だが他方で, 最大の目的であった

フランスの自立性の回復については,「相対的」な側面を含みつつも一定

の範囲で実現することに成功する。また,「相互弛緩化」政策に代表され

る独自の構想は, 米国を牽制すると共に自主外交の指針および自立性の構

成要素となり, 国際政治的な影響力を高めることに寄与した。こうしたド

ゴールの自主外交は, 一九六六年の統合軍事機構離脱を経て, 六七年に

｢全方位戦略｣を掲げることでその頂点を迎える。しかし, その後に起こっ

た六八年の二つの歴史的事件によりドゴールの構想は後退を余儀なくされ

た。二つの歴史的事件とは, 学生・労働者を中心に行われた反体制運動,

いわゆる「五月革命」と, 先述したソ連の主導するワルシャワ条約機構軍

による, チェコスロバキア侵攻である。

「五月革命」は, 大学の体制変革を目指す学生運動から始まり, その後

この動きは労働者に波及する。労働者による大規模なストライキ, 交通機
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関の麻痺などによる混乱は「革命前夜」を想起させた。そのため, フラン

ス政府は財源配分の重点をこれまでのように核戦力整備など軍事分野では

なく, 社会福祉分野におくことを迫られる｡「五月革命」における騒乱は,

ドゴールの「カリスマ」が往年の威光を発していないことを示すことにな

り, その権力基盤に大きなダメージを与えた。

また八月のソ連と東欧五カ国によるチェコ侵攻は, ソ連が東側衛星国に

対する「支配的志向」を緩める意志のないことを明確なものとし, ドゴー

ルの「弛緩化」政策に手詰まり感を与えた
(146)
。この時期, ソ連は地中海での

活動を活発化させており, 西側諸国の懸念は高まっていた
(147)
。そのため, フ

ランスは NATOとの関係を一部修復させる。こうした一連の動きは, ド

ゴールの目指す「ヤルタ体制」の変革が未だ現実的なものではないことを

示していた。もちろん, ソ連のチェコ侵攻はあくまで自身の勢力圏への介

入であり, ソ連の「現状維持的志向」の「暴力的な現れ｣, といえるもの

であった。そのため, 米国のジョンソン大統領はソ連の侵攻を事実上黙認

する。西側諸国の間では, 一時的にソ連に対する不信感が高まったが, ソ

連への脅威認識自体を本質的に変えることにはならなかった。しかし, フ

ランスを含む西側諸国はチェコ侵攻によって, ソ連の意図を再評価するこ

とを少なからず迫られたのである
(148)
。このようにドゴールの外交構想は, 米

国の「支配的志向｣, 米国を含む他の同盟諸国の「現状維持的志向」のみ

ならず, ソ連の「支配的志向｣,「現状維持的志向」にも妨げられたといえ
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(146) しかし, ドゴールはソ連のチェコ侵攻後も, フランスによるデタント

政策を維持することを決定した。

(147) Pierre, Andrew J., “Visions conflictuelles La �������, les armes ���	�
��

��et le �����	�des armements dans les relations franco-
����
�����

	�������de De Gaulle”, in Institut Charles de Gaulle, De Gaulle en son ������

Tome 4, p.318.

(148) Ibid., p. 318.



るであろう。

六九年四月, ドゴールは地方制度改革と上院改革を目指す憲法改正を問

う国民投票で敗北し, 政権をポンビドゥーに譲りわたす。だが, 彼の推進

したデタント政策は, その後の欧州国際政治秩序の変容に影響を与え, 東

西欧州の信頼醸成に寄与した欧州安全保障協力会議（CSCE）設立（七五

年）などに一定の貢献をしたと考えられる。

以上，本稿ではフランスの NATO統合軍事機構離脱について詳細な考

察を行った。この NATO統合軍事機構を巡っては，二〇〇七年五月のサ

ルコジ政権発足以来，復帰の方針について明言されていたが，〇九年四月，

NATO首脳会議においてフランスの統合軍事機構復帰が正式に決定され

た。これは冷戦後の NATO軍事委員会，国防相会議への参加や旧ユーゴ

スラビア紛争やアフガニスタン紛争への参画など，漸進的な復帰の流れを

受けてのものであった。米国など加盟国は揃ってフランスの復帰を歓迎し

た。

フランスが統合軍事機構復帰を決定した背景には以下のような理由があ

った。第一に，同盟の政策決定過程に積極的に関与することでその貢献に

相応しい影響力を確保する，という要請である。冷戦後，フランスは地域

紛争など NATOのオペレーションに多くの兵力を派遣し，多額の財政的

拠出を行っていた。しかし統合軍事機構から離脱していたため，同盟の政

策決定過程に対して十分に関与することができなかった。そのため，フラ

ンス政府は NATO司令部への復帰の必要性を認識し，離脱という方針を

転換することで政策立案，指揮に関する影響力の確保を狙ったのである。

第二に，欧州安全保障防衛政策（ESDP）と
(149)
，NATOへの関与が相互補完
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(149) ESDPとは，欧州連合（EU）による共通安全保障防衛政策のことで

あり，九八年のサンマロでの仏英首脳会談が起点として位置づけられてい

る。その内容は，米国が関与しない紛争においても欧州諸国が自らの能力



的なものとして位置づけられたことである。これまでフランス政府は，

ESDPについて NATOの役割を代替し得るものであると捉え，その強化

・推進を支持していた。しかし，欧州諸国の多くは将来的な不確実性から

依然として，大西洋同盟を通じた米国のコミットメントを重視しており，

フランスの掲げる欧州独自の防衛政策に一定の理解を示しながらも，米国

との対抗として ESDPが位置づけられることを懸念していた
(150)
。こうした

周辺国の認識も踏まえ，フランス政府は ESDPを優先しつつも NATOと

の関係を対立的なものではなく相互補完的なものと捉える。これは，内側

からの改革を通じて同盟運営における欧州の立場を強めるという方針であ

り，いわば「NATOの欧州化」に乗り出そうとするものであった。NATO

におけるフランスを中心とする欧州諸国の積極的な貢献が，ESDP強化に

も資すると考えたのである。

上記のような情勢認識に基づき，サルコジは米国との復帰を巡る交渉の

際，条件として NATOの指揮統制におけるフランスの発言権の確保と，

ESDP強化への賛同を得ることを掲げた。その結果，フランスは連合軍変

革司令部（ノーフォーク）と，リスボン統合司令部の司令官ポストを確保

し，また米国から ESDP強化に対する支持を得ることに成功する。これ

まで NATOが相対化されることで自国の欧州における影響力が低下する

ことを懸念していた米国は，フランスが主張する欧州独自の防衛政策に対

して消極的であった。だが，イスラム原理主義勢力タリバンの勢力拡大を

受け，治安が急激に悪化しているアフガニスタンなど諸問題においてフラ

ンスの協力を得たい米国の思惑が，こうした方針の転換に繋がったとも見

られている。ただ支持をしたとはいえ，米国は依然として欧州独自の動き

に対して警戒感を持っており，ESDPに対する賛同についても個別具体的
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と責任で対応していく，というものであった。

(150) Le Figaro, Juin 17, 2008.



な点については曖昧なものとなっている。

復帰に伴い，防衛計画委員会への参加が決定されたが，核計画グループ

への参画については見送られ，フランスの独自核政策は堅持されることが

表明された。独自核戦力は本稿でも考察したように，米国へ依存しないフ

ランスの自立性を高める上で不可欠ともいえる役割を果たし，ドゴール以

後の政権においても独自外交の象徴として受け継がれていた。

統合軍事機構の復帰を巡ってフランス国内では，野党の社会党のみなら

ず，与党の右派勢力である国民運動連合（UMP）内の「ドゴール主義

（ゴーリズム)」派などからも反対意見が出されていた
(151)
。ドビルパン前首

相は，フランスの統合軍事機構復帰は「誤り」であると述べ，｢フランス

が他国からの屈辱的な条件をのむことに結びつく」としてサルコジの政策

を批判した
(152)
。これは米国主導の NATOに組み込まれることで，フランス

の自立性が損なわれることを憂慮したものであった。また「ドゴール主義」

派の代表格であるジュペ元首相など復帰反対派は，サルコジの試みはこれ

までの独自外交を「米国追随」に転換するものであるとして痛烈に批判し

た。

上記のような復帰反対派に対してサルコジは，三月の国立士官学校にお

ける演説で，軍隊の派兵など防衛政策はこれまでと同様「フランス政府の

判断に基づくものである」と述べ，さらに「独自核政策を堅持すること」

を強調することで，統合軍事機構復帰によって「国家の自立性が制限され

る」という主張を一蹴した
(153)
。
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(151) NATO首脳会議における復帰を目前に控えた三月，仏国民議会にお

いてフィヨン内閣の信任投票という形で復帰への是非を巡る投票が行われ，

賛成三二九，反対二三八で可決され，正式に承認される。だがその際には，

与党 UMPから一〇名の議員が造反した（反対一名，棄権九名)。

(152) Le Figaro, �������23, 2009．

(153) Le Figaro, Mars 11, 2009.



それでは一九六六年の離脱以来, 四三年ぶりに統合軍事機構に復帰を果

たしたサルコジの外交政策は, ｢ドゴール主義｣ の転換と位置づけられる

のか, それとも継続と理解されるのであろうか｡ 国際政治学者スタンレー

・ホフマンは, ポスト・ドゴールにおける ｢ドゴール主義｣ 派について,

フランスの ｢偉大さ｣ を実現するためにドゴールが遂行した外交政策に忠

実であるべきとする ｢保守強硬派のゴーリスト (Die - hard Gaullists)｣ と,

｢偉大さ｣ を実現するために実行される個別の政策は状況に応じてより柔

軟であるべきとする ｢現実対応派のゴーリスト (Pragmatic Gaullists)｣ に

分類した｡ そしてドゴール外交について, ｢戦略上の一貫性と戦術的な柔

軟性が同居しているため, 両派がそれぞれ[ドゴール主義の継承者である

と]主張できる｣ と分析している
(154)
｡

確かにサルコジの政策は, 統合軍事機構への復帰に見られるように, 米

国との協調を重視することでいわゆる ｢大西洋主義｣ 的な傾向が一面とし

て認められ, その結果, ｢保守強硬派のゴーリスト｣ からは ｢ドゴール主

義｣ の転換, という批判が浴びせられている
(155)
｡ だが他方で, 上記のような

ホフマンの考察に基づき, 独自核政策に見られるフランスの ｢偉大さ｣ を

求め続けるなどの側面に着目するならば ｢現実対応派のゴーリスト｣ とし

て ｢ドゴール主義｣ を受け継いでいると理解することもできるであろう｡

興味深いことに, フィヨン首相も統合軍事機構への復帰を争点にした信任

投票における演説の際, ドゴールの ｢フランスに関するある観念 (certaine

����de la France)｣ という有名なフレーズを引用しつつ, ｢一九六六年の

[離脱という] 決定から四〇年あまり経過した今日, 我々はドゴール将軍

の遺産についてなお想起する｣ と述べて, この度の政策が ｢ドゴール主義｣

論

説

法と政治 60巻 1号 (2009年 4月) 109(108)

(154) Hofmann, Stanley, Decline or Renewal?France since the 1930s, New York,

Viking Press, 1974, p. 321.

(155) Le Figaro, �������19, 2009.



に反するものではないことを強調した
(156)
｡

このように, フランス外交の考察において ｢ドゴール主義｣ は今日なお

重要な ｢引証基準｣ であるとも言える｡ 従って, 今後は改めて, より広い

フランス外交史の文脈の中で ｢ドゴール主義｣ を再検証する作業を課題と

して設定していきたい｡
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